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Ⅰ 総括研究報告書
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労災疾病⮫ᗋ◊✲ᴗ㈝⿵ຓ㔠  

⥲ᣓ◊✲ሗ告᭩ 

 

放射線業務従事者に対する健康診断の機関別実態調査 

 

◊✲௦表者 ᒸ㷂 㱟ྐ   ⏘ᴗ医科大学⏘ᴗ生態科学◊✲所放射線衛生⟶理学◊✲ᐊ ᩍᤵ 
 

◊✲要᪨ 

放射線ᴗ務ᚑ者の健康診断の⌧≧をᢕᥱするために、インタビューにより、多

✀多様の機関から聞き取り調査を行った。また他の有害ᴗ務の法令の比㍑、ᾏ外の

放射線ᴗ務ᚑ者の健康診断の≧ἣについて文⊩的に調査し、ᚋの᪥ᮏの放射

線ᴗ務ᚑ者の健康診断の方向性について検ウを行った。検査項目を省略してい

ない施設が多かった。有害ᴗ務において放射線では、医師の判断が必要であるこ

と、ᾏ外では放射線防護を基準として⟶理をしていることがわかった。法令におけ

る放射線ᴗ務ᚑ者の健康診断のあり方について検ウすべき課題をᥦ言する。 

 

 

㸿．研究┠的 

第 150 ᅇ、151 ᅇ放射線ᑂ議会では、放射線ᴗ

務ᚑ者に対する健康診断（健診）が、効果的か

つ効率的に行われていないとᣦされた。ᮏ◊✲

では、1.放射線ᴗ務ᚑ者の健診の実施方法の

例を㞟すること、2.放射線⟶理と学≀質⟶理

に対する法律の比㍑すること、3.ᾏ外の放射線ᴗ

務ᚑ者の法令による健康診断を調査することを

目的とした。 

 

㹀．研究᪉ἲ 

 ㄪᰝ࣮ࣗࣅࢱࣥ .1

放射線ᴗ務のある施設（医療⌧場、大学施設、

ཎᏊຊ関㐃、ᴗ、⏘ᴗ医➼）において、聞き取り

調査を行う。ྛ◊✲者1から㸰ྡがྛ機関の放射線

⟶理ᢸᙜ者や⏘ᴗ医➼と1時間⛬度聞き取りを行

う。 

 

2. ᨺᑕ⥺⟶⌮Ꮫ≀㉁⟶⌮ᑐࡿࡍἲᚊのẚ

㍑ 

電離放射線および学≀質による健康障害ண

防に関㐃する㐣ཤ及び⌧ᅾの法令や㏻㐩、関㐃す

る文⊩や᭩⡠のෆᐜを確認した。 

 

3.ᾏእのᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅のἲ௧ࡿࡼᗣデ᩿ 

文⊩検⣴やᾏ外の࣍ームページにより検⣴を

した。 

また平成 29 年度㹼令 3年度にཎᏊຊ規制委

員会࣭放射線安規制◊✲ᡓ略的᥎㐍ᴗでイ

ンターネット調査した。 

（理面の㓄៖） 

多機関ඹྠ◊✲として、「放射線ᴗ務ᚑ者に

対する健康診断の機関ู実態調査」という課題ྡ

で、⏘ᴗ医科大学理委員会にてᢎ認を受け

（IDR4-001）、ྛ 分ᢸ◊✲者はそれࡒれの機関のᢎ

認を得た。 

 

㹁．研究結ᯝ 

 ㄪᰝ࣮ࣗࣅࢱࣥ .1

検査項目の省略に関しては、様々な理⏤で実行

していない施設があった。その理⏤は、法令の文言

に統一がなく理解がᅔ㞴となっていること、て

のࢹータがあればのࡕのᣦに対応できること、

受診者のᕼᮃなどであった。 

年に㸰ᅇ行うことで、受診ഃが健康に対する安

心感を得られるとする一方で、コストの軽減や科

学的根拠から年1ᅇの健診をᮃࡴ意見が多かった。 

線量⟶理に関しては、ᅇ調査した機関はᚭᗏ

はなされていた。 
ᅇ、放射線ᴗ務ᚑ者に対する健診と一⯡健

康診断を効果的かつ効率的に行い、放射線による

有所見者を発見するという意では、そのような

例はないと考えられた。法令に則った省略がで

きているかというⅬでは、Ⰻዲ例はあった。 

医師の作ᴗ≧ἣのᥦ౪୪びに放射線⟶理ᢸᙜ

者との㐃ᦠに関しては、血液検査など健診項目の

実施がඛになり、ᚋから医師のၥ診となることが

多く、また被ばく線量がၥ診時にᥞわないなど、㐃

ᦠはᑡなかった。 
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 2. ᨺᑕ⥺⟶⌮Ꮫ≀㉁⟶⌮ᑐࡿࡍἲᚊのẚ

㍑ 

令 5年 4᭶より有機⁐中ẘண防規則（有機

則）࣭ 特定学≀質障害ண防規則（特則）࣭ 㖄中

ẘண防規則（㖄則）࣭ᅄアルキル㖄中ẘண防規則（ᅄ

アルキル㖄則）において、学≀質が低リスクの

場合は健診の実施㢖度を年㸯ᅇにすると、改正さ

れる。作ᴗ⎔ቃ⟶理や᭚㟢防Ṇ対⟇➼が適切に実

施されていることが条௳である。 

放射線ᴗ務ᚑ者の健診は RI 法を㝖いて、年

㸰ᅇ実施することとなっている。被ばく⟶理はಶ

ே線量ィをもとに確実に 定が可能であるため、

電離則では、年間5 mSv未満では省略項目がある。

安衛則では省略できない。 

 

3.ᾏእのᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅のἲ௧ࡿࡼᗣデ᩿ 

ࣚーロッࣃᅪෆの放射線防護の観Ⅼから健康

被害に対して重Ⅼをおいている。つまり被ばく量

が年間 6 mSvを㉺えない場合は放射線健診を行わ

ない。年間 6 mSvを㉸える場合は、医療的┘視の

受ける対象としている。被ばく⟶理が重視されて

いると言ってもⰋい。 

 

㹂．⪃ᐹ 

 ᪉ࡾ࠶ἲ௧のࡓぢࡽࢡࢫࣜ .1

様々なリスクに関しては、許ᐜできるかできな

いかの判断が必要となる。放射線に関しては、⮴

Ṛがん発症のリスクが増加するとされる 100 mSv

以上が㸯つの判断基準となると考えられるが、許

ᐜできなければリスクはṧᏑするため、リスク低

減のために対⟇をㅮࡌなければならない。放射線

⟶理の場合、線量 定しなければならないと、電

離放射線障害防Ṇ規則（電離則）第 8 条に定めら

れている。しかしながら、医療⌧場では、ಶே線

量ィを╔していないことが、ཌ生労ാ省労ാ基

準ᒁの「第 5 ᅇ眼の水晶体の被ばく限度の見┤し

➼に関する検ウ会」でሗ告された。ᅇの◊✲⤖

果では、線量ィ╔はࡰ 100㸣となっていたが、

線量ィが適切に╔されていない場合、電離則第

56 条第 5 項の健診における省略規定の前ᥦであ

る、被ばく量 5 mSv以ୗであることが確認できて

いるかというၥ題はṧる。線量 5 mSv の被ばくで

健康障害が起こるとは科学的に考えにくいが、被

ばく量5 mSvᢸಖできる⤌みがないのであれば、

必↛的に健診の省略の議論はなくなり、ての放

射線ᴗ務ᚑ者においては、ての項目を行わな

ければならなくなると考えられる。 

 

2. ᳨ᰝ㡯┠の┬␎࡚࠸ࡘ 

ᅇ、被ばく線量5 mSv以ୗの場合、ၥ診を㝖く

検査項目について医師が必要と認めない場合は要

しない（省略可能）ことは、ྛ施設において認㆑

が᭕であった。省略しない理⏤は、省略規定を

認▱していない、ඖㄳから要ㄳがある場合、安衛

則第45条健診では省略できྠࡎ時にそのまま行う

場合➼の理⏤などがあった。 

令5年4᭶から新しく改正される有機則࣭特

則࣭㖄則࣭ᅄアルキル㖄則では、⟶理༊分㸯で᭚

㟢量がᑡない作ᴗ員に関しては、年1ᅇの健診とな

るண定である。その判断は、「労ാ衛生に係る▱㆑

ཪは⤒㦂のある医師➼のᑓ㛛ᐙのຓ言を㋃まえて

判断することがᮃましい」とされている。ࡌん肺

健診に関しては、3年に㸯ᅇ、⟶理༊分2や3であれ

ば、年1ᅇとされている（ࡌん肺法第7条、8条）。ࡌ

ん肺法健診に医師の判断はグ㍕がない。学≀質

やࡌん肺において、᭚㟢量として᭕である。 

放射線に関しては、ಶே線量ィがあり、様々な

有害ᴗ務の中で᭱も確実に 定が可能である。し

かしながら、電離則第56条㸯項には「医師による

健康診断」と᭩かれており、その㸯には「被ばく

Ṕの有↓」を確認しないといけない。第3項4項に

は「医師が必要でないと認めるとき」という文言

があるために、㠀ᖖに多くの放射線ᴗ務ᚑ者を

ᢪえる施設はその確認において、煩雑になってい

る可能性は高い。被ばく量を確認できる放射線⟶

理者や⥲務ᢸᙜ者➼が、務的に༊分できるので

あれば、健診項目の省略は㐍ࡴと考えられる。実

施ഃの⤒㈝や時間的㈇ᢸの軽減にもなると考えら

れる。しかしながら、受診ഃは年2ᅇあることは健

康の安心感を得られる理⏤で、ᅇ数の減ᑡは

対という意見はある。放射線の生体影響に対する

理解とそれをもとにした健康診断の意義や目的に

ついて労使双方で改めて理解を深めることがᚋ

期待される。 

 

3. ᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅ᑐࡿࡍከ✀ከᵝのἲ௧ 

ཎᏊຊ規制ᗇは「放射性ྠඖ⣲➼の規制に関

する法律（RI法）」、ཌ生労ാ省は、安衛生規則

（安衛則）、「電離則」、「医療法施行規則」、「放射

性医⸆ရの〇㐀及び取ᢅ規則」、「ᮾ᪥ᮏ大㟈災に

より生ࡌた放射性≀質によりở染されたᅵተ➼を

㝖染するためのᴗ務➼に係る電離放射線障害防Ṇ

規則」、国ᅵ㏻省が「㐨㊰㐠㏦㌴୧のಖ安基準、

放射性ྠඖ⣲➼㌴୧㐠ᦙ規則」、「⯪員電離則」、

ே㝔は「ே㝔規則」と多くの放射線関㐃法令

がある。 

特にᅇの◊✲課題でもある健診については、

RI法、電離則、安衛則が関係し、それࡒれの᭩き
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りが␗なることは混乱をきたす要因となってい

る。省略が㞴しくなっている要因である。 

 

࠙RI法㺃⸆機㺃⯪員ࠚ 

࣭ 一年を㉸えない期間ࡈと（年㸯ᅇ） 

࣭ 血液㺂皮膚及び眼の検査㺃検診については医師

が必要と認める場合に限って実施する。 

࠙電離則ࠚ 

࣭ භ᭶以ෆࡈとに一ᅇ（年㸰ᅇ） 

࣭ 血液㺂皮膚及び眼の検査㺃検診については医師

が必要でないと認める時は検査の部ཪは一

部を省略するがฟ来る。 

࣭ 前年及びᙜヱ年度に実効線量が5ミリシー࣋ル

トを㉸えない者に対して血液㺂皮膚及び眼の検

査㺃検診を医師が必要と認めない時には行うこ

とを要しない。 

࠙安衛則ࠚ 

࣭ භ᭶以ෆࡈとに一ᅇ（年㸰ᅇ） 

࣭ 医師が必要でないと認めるときは、ᙜヱ項目

の部ཪは一部を省略して行うことができ

る。 

一 ᪤ Ṕ及びᴗ務Ṕの調査 

 自ぬ症≧及び他ぬ症≧の有↓の検査 

୕ ㌟㛗、体重、⭡ᅖ、視ຊ及び⫈ຊの検査（省略

できない） 

ᅄ 胸部࢚ックス線検査及びၻ⑱検査 

五 血ᅽの 定 

භ ㈋血検査 

 肝機能検査 

八 血中脂質検査 

九 血⢾検査 

十 ᒀ検査（省略できない） 

十一 心電ᅗ検査 

 

23年に安衛則において、有害ᴗ務として、

第13条に「ラジウム放射線、ࢶ࢚クス線その他の

有害放射線にさらされるᴗ務」がグ㍕されている。

⌧ᅾラジウム放射線を取りᢅうことはとんどな

い。また他の有害≀との生体影響は必ࡎしも一⮴

しない。電離則とのᩚ合性୪びに改正の検ウが必

要とᛮわれる。 

また、RI法第23条及び規則第22条での健診は

「一年を㉸えない期間ࡈとに行うこと」と♧され

ている。しかしながら、電離則第55条や安衛則第

45条は「භࣨ᭶以ෆࡈとに1ᅇ」としているので、

他の放射線ᴗ務があれば健診に関しては、年2ᅇを

「とࡈ一年を㉸えない期間」、るを得ない。またࡊࡏ

や「භࣨ᭶以ෆࡈと」という᭩きりでは、ḟᅇ

の健診᪥が前ಽしになる。⌧≧では、⣙1年あるい

は⣙6ࣨ᭶ࡈとの実施となり、᪥を㉸えることが

考えられる。さらに、健診が電離則によるものか

安衛則によるものなのかを規定するものはなく、

施設によってどの放射線ᴗ務ᚑ者がどࡕらの法

律でᙜてはまめるのか、ᙜてはめないのか定まっ

ていない。ᅇの⤖果においても、電離則による

健診は員であるが、一部安衛則健診の対象であ

ったり、員対象にしたりと施設によって␗なっ

ていた。 

さらに、大学ᩍ員となると学校ಖ健安法が適

応されるとᛮわれる。第十୕条には検査項目とし

て、「法第十五条第一項の健康診断における検査の

項目は、ḟのとおりとする」、とグ㍕がある。 

一 ㌟㛗、体重及び⭡ᅖ 

 視ຊ及び⫈ຊ 

୕ ⤖᰾の有↓ 

ᅄ 血ᅽ 

五 ᒀ 

භ ⫶の疾病及び␗ᖖの有↓ 

 ㈋血検査 

八 肝機能検査 

九 血中脂質検査 

十 血⢾検査 

十一 心電ᅗ検査 

十 その他の疾病及び␗ᖖの有↓ 

 

第十ᅄ条では方法及びᢏ⾡的基準として2項よ

りḟのようにグ㍕されている。 

㸰 前条第一項第号の⫈ຊは、༓࣊ルࢶ及びᅄ

༓࣊ルࢶの㡢に係る検査を行う。たࡔし、ᅄ十五

ṓ未満の職員（୕十五ṓ及びᅄ十ṓの職員を㝖く）

においては、医師が適ᙜと認める方法によって行

うことができる。 

㸱 前条第一項第୕号の⤖᰾の有↓は、胸部ࢶ࢚

クス線検査により検査するものとし、胸部ࢶ࢚ク

ス線検査によつて病ኚの発見された者及びその疑

いのある者、⤖᰾患者୪びに⤖᰾発病のおそれが

あると診断されている者に対しては、胸部ࢶ࢚ク

ス線検査及びၻ⑱かくたん検査を行い、᭦に必要

に応ࡌ⫈診、ᡴ診その他必要な検査を行う。 

㸲 前条第一項第ᅄ号の血ᅽは、血ᅽィを用いて

 定するものとする。 

㸳 前条第一項第五号のᒀは、ᒀ中の蛋たん白及

び⢾についてヨ㦂⣬法により検査する。 

㸴 前条第一項第භ号の⫶の疾病及び␗ᖖの有↓

は、⫶部ࢶ࢚クス線検査その他の医師が適ᙜと認

める方法により検査するものとし、⒴がんその他

の疾病及び␗ᖖの発見にດめる。 

㸵 前条第一項第号の㈋血検査は、血Ⰽ⣲量及
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び赤血球数の検査を行う。 

８ 前条第一項第八号の肝機能検査は、血清グル

タミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ

（ＧＯＴ）、血清グルタミックピルビックトランス

アミナーゼ（ＧＰＴ）及びガンマ―グルタミルト

ランスペプチダーゼ（γ―ＧＴＰ）の検査を行う。 

９ 前条第一項第九号の血中脂質検査は、低比重

リポ蛋たん白コレステロール（ＬＤＬコレステロ

ール）、高比重リポ蛋たん白コレステロール（ＨＤ

Ｌコレステロール）及び血清トリグリセライドの

量の検査を行う。 

 

第十五条では、「学校の設置者は、毎学年定期に、

学校の職員の健康診断を行わなければならない」

とされており、省略規定はない。 

 

4. ⛉Ꮫ的᰿ᣐᇶ࡙ࡃἲ௧ᨵṇのᚲせᛶ 

科学的根拠に基づくのであれば、検査項目に関

しても議論が必要と考える。平成 24 年から 29 年

の間に皮膚がんの労災認定があった。また

ICRP2007年勧告により、眼の水晶体の線量限度が

厳しくなった。つまり放射線による障害が起こる

とすれば、確定的影響の可能性が高い。しかしな

がら、検査項目は白血病に対応する白血球分画が

含まれている。これは感染症でも増加することが

あり、被ばく線量と双方を鑑みた場合、確実性に

欠けている。白血病は年間 5 mSv 以上の被ばくで

労災認定されるが、因果関係を明らかにしている

わけではなく、セーフティネットとして認定され

る。電離則は、確率的影響も対象にした法令とな

っているが、適切に被ばく量がなされていれば、

特殊健診で放射線障害が疑われる有所見者がみつ

かる可能性は低い。例えばインジウムは肺障害を

起こすため、胸部 X 線、肺機能検査、KL-6 や SP-

D の血液検査など、医学的根拠に基づく明確な検

査項目がある。放射線の健診の場合、医学的根拠

がないと考えられることが多い。大量被ばくでは

様々な障害や疾患が起こりうるが、健診項目は標

的臓器と被ばく線量を鑑みたものにしていくべき

であると考える。 

 

5. ㅖእᅜのἲ௧ 

イギリスなど EU 諸外国では、年間被ばく線量

6 mSvの基準がある。これは 20を3で割った時に、

おおよそ 6 となるところから来ているようである。

年間 6 mSv未満では、自動的に健診を受けない。

年間 6 mSv 以上が exposed worker として医療観

察の対象となる。放射線防護を基軸に法律が作ら

れており、健診ありきとはなっていない。 

 

Ｅ．結論 

安心感を重視する意見もあれば、コスト軽減や

科学的根拠を重視する意見もある。聞き取り調査

では、検査項目の省略を行っている例を認めたが、

省略にあたっては医師の判断に委ねるため、煩雑

となるといった実務面での課題も認められる。ま

た、RI法、安衛則、電離則と数多くの法律があり、

文言が統一されていないために混乱をきたしてい

る可能性がある。法令改正に向けた議論が必要と

考えられた。 

放射線の生態影響に対する理解とそれをもとに

した健診の意義や目的について、労使双方でコミ

ュニケーションを深めるとともに、健診を効果的

かつ効率的に実施するための実務論や制度論が期

待される。 

 

Ｇ．研究発表： 

1.  論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況：(予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

なし  
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労災疾病⮫ᗋ◊✲事業㈝補ຓ㔠  

ศ担◊✲報告᭩ 

 

放射線作業従事者の健康診断現状について 

 
 

◊✲௦表者 ᒸ㷂 㱟ྐ   ⏘業医科学⏘業生ែ科学◊✲所放射線衛生管理学 ᩍᤵ 

◊✲ศ担者 ❧▼ Ύ一㑻 ⏘業医科学⏘業生ែ科学◊✲所災害⏘業ಖ健ࢭンター ᩍᤵ 

◊✲ศ担者 後⸨ ඖ⚽ ⏘業医科学⏘業生ែ科学◊✲所⫋業ᛶ୰ẘ学 ຓᩍ 

◊✲ศ担者 Ώ㒊 ᾈྖ ᮾ学ࢧクࣟࣟࢺン࣭ࣛࢺࢯ࢜ࢪーࢭࣉンター ᩍᤵ 

◊✲ศ担者 㔝 Ꮚ ி㒔医療科学学医療科学㒊放射線ᢏ⾡学科 ᩍᤵ 

◊✲ศ担者 ⸨ῡ ಇ⋤ ᕞ学学㝔医学◊✲㝔ಖ健学㒊㛛医用量Ꮚ線科学ศ㔝 ᩍᤵ 

◊✲ศ担者 ྜྷᮧ ᓫ 㜰学放射線科学ᇶ┙機ᵓ ᩍᤵ 

◊✲ศ担者 ⓒ℩ ⌶㯢 ᅜ❧◊✲㛤発法人᪥本原Ꮚຊ◊✲㛤発機ᵓ 所㛗 

◊✲ศ担者 㟷ᮌ 㝯ᩄ ⏘業医科学医学㒊放射線科 ᩍᤵ 

  
 

◊✲せ᪨ 

放射線業務のある施設㸦業、⏘業医、学施設、医療現場、原Ꮚຊ関連施設

等㸧において、放射線業務従事者の特殊健康診断㸦健診㸧が効果的かつ効率的

に行われいるかどうかを聞き取り調査した。検査項目を省略している事例や課

題を明らかにした。これらの結果から、後の特殊健診のあり方を検討するᚲ

せᛶがあると考えられた。 

 

 

㸿．研究┠的 

放射線ᑂ㆟会は、放射線業務従事者に対

する健診が、効果的かつ効率的に実施され

ている事例のᩚ理等の取り⤌ࡳが行われる

ことに期待すると࣓ッࢭーࢪをฟした。そ

れを受けて、本◊✲では、放射線業務のあ

る施設㸦医療現場、学施設、原Ꮚຊ関連、

業㸧を対象とし、法令に‽ࡌた健診のᡭ

法㸦検査項目の省略など㸧についてンタ

ューして実施事例を㞟することが目的ࣅ

である。 

 

㹀．研究᪉ἲ 

放射線業務のある施設㸦医療現場、学

施設、原Ꮚຊ関連、業、⏘業医等㸧におい

て、聞き取り調査を行う。ྛ ◊✲者 1から 2

ྡがྛ機関の放射線管理担当者や⏘業医等

と 1 㛫程度聞き取りを行う。ンタࣅュ

ーする項目はୗグの㏻りである。 

 

1. 放射線業務の業✀ 

2. 放射線業務従事者人数 

3. 線量計の装着状況㸦線量管理状況㸧 

4. 健康診断で㑂Ᏺしている法ᚊ 

5. 健康診断の回数 

6. 検査項目省略の有↓ 

7. 省略項目 

8. 省略している場合その理⏤ 

9. 省略していない理⏤ 

10. 法令に対するせᮃ 

11. 一般健康診断と特殊健康診断を⤌ࡳ

合わࡏてุ断しているか㸽2 つの健診

を行う࣓ࣜッࢺとデ࣓ࣜッࢺ 

 

㸦理㠃への㓄៖㸧 

多機関ඹྠ◊✲として、「放射線業務従

事者に対する健康診断の機関別実ែ調査」

という課題ྡで、⏘業医科学理ጤဨ会

にてᢎ認を受け㸦IDR4-001㸧、ྛศ担◊✲者

はそれࡒれの機関のᢎ認を得た。 

− 5−
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㹁．研究結ᯝ 

電Ẽ事業会♫ 3♫、1健診ࢭンター、9

学、放射ᛶ医⸆ရ関連会♫ 1 ♫、⸆会♫

1♫、ศᯒ࣭◊✲㛤発関連会♫ 1♫、㸯ື≀

病㝔、原Ꮚຊ関連施設 4 ࣨ所よりンタࣅ

ューを行った(表)。 

線量管理については、調査対象期㛫は

て線量計の装着は 100％であった。 

健診のために㑂Ᏺしている法ᚊは、ほと

んどが電離放射線障害㜵Ṇつ則(電離則)で

あった。学生を対象とする施設が、放射

線ྠඖ⣲等のつไに関する法ᚊ㸦RI 法㸧

のࡳで対ᛂしていた。また、労働安衛生

つ則㸦安衛則㸧第 45条の健診も㑂Ᏺする施

設が、2電Ẽ事業会♫、4学、他 1であっ

た。RI法もే用している施設は、7学、4

原Ꮚຊ施設、他 2であった。 

健診の回数はほとんどの施設でᖺ 2回行

われている。 

検査項目を省略している施設は 21 施設

୰ 8 施設であった。そのほとんどが⾑ᾮ検

査であった。医師がᚲせと認めないは、

⓶と眼の検査を省略している。また、問

診の省略はないが、検査項目を省略する場

合は、実効線量 5 mSv をᇶ‽としている。 

省略をしている理⏤は、電離則第 56 条

第㸲項に♧された実効線量 5 mSv によって

行っている。さらに⏘業医がいるところは、

そのุ断も理⏤となっている㸦電離則第 56

条第㸱項㸧。個人のື≀病㝔に関しては、こ

れまで線量管理をしても検ฟ限⏺ᮍ‶で被

ばくすることがなかったため、⤒㦂の上で

省略している。 

省略していない理⏤は、業の୰には、

放射線業務従事者が⣡得できࡎ、ᡭཌい健

診をᕼᮃするためということがある。そも

そも省略の㆟論がなく、その࣓ࣜッࢺがな

いとするところもある。健診ࢭンターは、

ጤク業務のため、౫㢗された項目を行う。

したがって、省略のุ断はできないが、ඖ

ㄳがせồするために、ୗㄳけは省略できな

いというྍ⬟ᛶがあると意見があった。

ての項目を⥙⨶しておけば、後ほどᣦさ

れても対ᛂできるという意見もあった。

学でも総合学となると、健診ࢭンターጤ

クするため、健診項目ありきで省略のุ断

ができないとのことであった。電離則と安

衛則の双方を当てはめると、後者で省略つ

定がなく、省略できなくなり、ての項目

を検査する事例もあった。受診ẁ㝵では、

医師のุ断を௮ࡆないことや、被ばく量の

データがなく省略できないこともあるとい

うኌもあった。 

法令に対するせᮃとしては、特に⥭ᛴ

に行っていた᭶ 1 回の実施に疑問があった

ようである。電離則健診は、ᖺ 1 回で良い

とする意見があった。現行の項目であるⓑ

⾑⌫ⓒศ率は感ᰁ症でも上᪼するので、ⓑ

⾑病など疾患を見つける目的は↓くなって

いる。科学的医学的な࣓ࣜッࢺがないとの

意見もある。被ばく量の管理がうまくでき

れば、医師がุ断するまでもなく、放射線

管理者で連携が取れ、省略が進ࡳ、健診の

省略はྍ⬟との意見もあった。4,000ྡも従

事者がいる学では、医師が個人☜認をす

ることにコスࢺや㛫がかかる。5 mSv/ᖺ

以ୗの被ばくであれば、⮬ື的に健診をし

ないという文言を法ᚊにධれることをᕼᮃ

している。電離則と RI法の健診に関するグ

㍕の⤫一や医師のุ断ᇶ‽を♧してほしい

という意見は多くあった。有害業務が㔜な

るとその度に᥇⾑をするところもあるよう

で、一ᣓ管理できるシスࢸムがあった方が

良い。特化則では᭚㟢量がపければ健診は

ᖺ 1 回に省略できるように改ṇされる。放

射線業務従事者もこれに合わࡏた健診にし

た方が良いという意見は多い。そもそも⾑

ᾮ検査に意味がないという意見もある。 

ཝᐦな意味で、一般健診と特殊健診を⤌

てุ断している施設はないと考えࡏ合わࡳ

られた。つまり、放射線による有所見とし

て、一般健診を⤌ࡳ合わࡏたからᤊえられ

たという事例はない。ⓑ⾑病など、労災認

定された症例も特殊健診を行ったから見つ

かったわけでない。そもそも線量管理が適

切に行われている⎔ቃୗでは特殊健診で放

射線障害が疑われる有所見者が見つかるこ

とは考えにくいとする意見が多い。一般健

診や安衛則での健診で、放射線業務と関連

しない疾患が見つかり、結果として放射線

業務にᑵくことができなかった事例はいく

つかある。したがって、特殊健診や一般健
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診等をᖺ 2 回行う࣓ࣜッࢺは、ᛮわࡠ事ែ

や៏ᛶ疾患が見つかるྍ⬟ᛶが㧗くなるこ

とがある。つまりໟᣓ的な健康管理である。

特に多い意見は、受診者ഃがᖺ 2 回行うこ

とによる安心感を得られることを᭱もき

な理⏤となっている。デ࣓ࣜッࢺとしては、

ⓑ⾑⌫ศ⏬は一般健診にないので、別の࢜

ーࢲーになること、業務として㈇担がቑえ

ること、きな施設では管理の⤫一がなく

データが合わない、そもそも特殊健診の࣓

ࣜッࢺがないという意見があった。 

 

 ᪥本診療放射線ᢏ師会ᙺဨからの意見

⫈取 

回⟅は以ୗのとおりである。 

1. 電離則健診の࣓ࣜッࢺ 

࣭ ල体的に放射線による所見が見つかっ

たという࣓ࣜッࢺがあったという報告

はなかった。 

࣭ 放射線診療に従事することに㉳ᅉしな

い㍍ᚤな␗ᖖをᣦされることはあっ

た。 

࣭ 」数の医師の⓶障害の労災事例につ

いてもᢎ▱しているが、適切に放射線従

診療事者として登録されていたかに疑

問がある。 

࣭ ᪥本診療放射線ᢏ師会としてはཌ生労

働省のࢿ࣐ー࣓ࢪンࢺシスࢸムにもཧ

ຍしており、後は放射線被ばく管理に

まで以上に関していくᚲせがある

と考えている。 

 

2. ⏘業医の࣏ࢧーࢺについて 

࣭ 診療放射線ᢏ師が健診の実施において

⏘業医を࣏ࢧーྍࢺ⬟かという㉁問に

対して、⏘業医ഃが放射線業務について

不案ෆな場合が多いが、⏘業医との連携

ができているところは健診が適切に実

施できている。 

࣭ 例 1. 診療放射線ᢏ師ഃからの⏘業医へ

被ばく量の情報提供により、5 mSv以ୗ

での省略がྍ⬟であった。 

࣭ 例 2.⾑ᾮ検査で␗ᖖがฟた場合、放射線

に㉳ᅉするかのุ断が⏘業医では難し

いとの理⏤で、診療放射線ᢏ師と放射線

科医へ↷会があった。 

࣭ 例 3. ཌ生労働省のࢿ࣐ー࣓ࢪンࢺシス

ムを活用して⏘業医へのၨ発の実施ࢸ

している。 

3. 特定業務従事者の健診㸦ࣛ࢘ࢪム放射

線㺂ࢶ࢚クス線その他の有害放射線にさら

される業務㸧について 

࣭ 健診ෆᐜのヲ⣽についての認㆑はⷧい

が、健診ᖺ 2回の施設は多い。 

࣭ 項目の省略は施設によりばらつく。 

࣭ 現ᅾ、ࣛ࢘ࢪム放射線を用いる現場はな

く、᪥ᖖ医療の現状にあっていない。࢚

クス線という表グも௦㘒ㄗ。用ㄒ࣭ࢶ

表グのಟṇがᚲせ。 

 

 健診項目省略の良好事例 

᯾事業所㸦学、病㝔、ศ㝔をྵむ 3 事

業所を᧦する学ᰯ法人㸧においては、電離

放射線を取り扱う作業に従事する労働者あ

るいは学生を対象に、電離放射線健診を行

っている。この電離放射線健診は、労働安

衛生法(安衛法)第 66条第 2項๓ẁ、労働

安衛生法施行令(安衛法施行令)第 22条 1

項第 2 ྕ、電離放射線障害ண㜵つ則(電離

則)第 56 条、放射ᛶྠඖ⣲等のつไに関

する法ᚊ (RI法)第 23条にᇶ࡙いて実施さ

れている。 

対象となる⫋ဨは病㝔⫋ဨおよび学⫋

ဨである。病㝔⫋ဨについては、病㝔ෆの

放射線障害ண㜵つ定に、学⫋ဨについて

はࢺࢯーࢭ✲◊ࣉンターの放射線障害

ண㜵つ定に健診に関するつ定を定めている。

学生についてはᩍ⫱上 RI を取り扱う実習

を行う㝿に健診を受けているが、回の報

告では労働者を対象とした労働安衛生の

⠊ᅖにはྵまれない対象者であるため、本

報告᭩ではヲ⣽をឡする。 

当ヱ事業所では健診業務を学ෆ⤌⧊の一

つであるಖ健ࢭンターがᘬき受けており、

対象者の健診は当ヱ対象者のㄌ生᭶に定期

健診(特定業務従事者健診をྵむ)ཬび特殊

健診(ヱ当者のࡳ)を実施し、᭶(ㄌ生᭶+6

か᭶)に特定業務従事者健診ཬび特殊健診

を実施している。また、健診業務にかかる

事務作業は総務人事課ෆの健診ಀが担当し

ている。ಖ健ࢭンターには⏘業医、ಖ健師、

┳ㆤ師といった⏘業ಖ健ᑓ㛛⫋が所ᒓして
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おり、健診のุ定や事後ᥐ⨨の業務に従事

している。 

電離放射線健診については、「ձභ᭶以ෆ

とに一回(ᖺࡈ 2回)健診を行う、ղ⾑ᾮ㺂⓶

ཬび眼の検査㺃健診については医師がᚲ

せでないと認めるは検査の㒊ཪは一㒊

を省略する事がฟ来る、ճ๓ᖺཬび当ヱᖺ

度に実効線量が 5mSV を㉸えない者に対し

て⾑ᾮ㺂⓶ཬび眼の検査㺃健診を医師がᚲ

せと認めないには行うことをせしない」

とつ定されていることから、この省略のせ

ྰについて⏘業医のุ定を行うス࢟ームを

作ᡂし、実施している。 

⏘業医ุ定のス࢟ームは、㈨ᩱ 1 の࣐ニ

ュࣝにヲ⣽がグ㍕されているのでཧ↷さ

れたい。病㝔⫋ဨは病㝔ෆの放射線㒊᰾医

学科へ、学⫋ဨはࢺࢯーࢭ✲◊ࣉン

ターへ放射線業務従事者登録⏦ㄳ᭩を提ฟ

しており、個人の被ばく線量 定結果は᰾

医学科 or ンターが一ࢭ✲◊ࣉーࢺࢯ

ᣓ管理しており、この結果がಖ健ࢭンター

へ直᥋提供される。ಖ健ࢭンタースタッࣇ

はこの結果をもとに対象者の「電離放射線

健康診断問診⚊」にグධする(㈨ᩱ 2, 3)。

この電離放射線健康診断問診⚊は㠃に⮬

ぬ症状に関する項目のチェックḍがあり、

健診対象者のᡭඖに㈨ᩱ 2 および㈨ᩱ 3 が

表になった問診⚊が㓄ᕸされ、対象者は

健診๓にあらかࡌめヱ当ḍのグධを῭まࡏ、

健診を受ける。 

新つ登録(㞠ධおよび㓄⨨㌿)、

および 6 か᭶ࡈと(定期健診、᭶)に以

ୗのෆᐜで、健診を実施する。 

ձ 被ばくṔの有↓の調査㸦作業場所、ෆ

ᐜおよび期㛫、放射線障害の有↓、⮬

ぬ症状の有↓その他放射線による被

ばくに関する事項㸧 

ղ ⓑ⾑⌫およびⓑ⾑⌫ⓒศ率の検査 

ճ ㉥⾑⌫数および⾑Ⰽ⣲、ࢺ࣐࣊クࣜッ

 ࢺ

մ ⓑෆ障に関する眼の検査 

յ ⓶の検査 

᭶では、医師のุ断でෆ科診ᐹもしく

は᥇⾑、その୧方がᚲせとされた場合以እ

は、ᇶ本的にղ㹼յを省略してձのࡳ実施

する。たࡔし、放射線被ばく 5 ミࣜシー࣋

ᖺを㉸えるものについては、᭶の省/ࢺࣝ

略は不ྍとしている。 

᭶の健診実施๓に、᭶の健診での省

略のせྰについて⏘業医にุ定౫㢗を行う。

ุ定には、๓㏙の㈨ᩱ「電離放射線健康

診断問診⚊」(㈨ᩱ 2,3)にຍえて、「電離放

射線業務従事者健康診断の結果」という、

ㄌ生᭶健診の⾑ᾮ検査結果(本人に㏦し

たもののコࣆー)がῧされる(㈨ᩱ 4)。⏘

業医は、これらの㈨ᩱを☜認し、᭶の検

査項目省略についてุ定する。᭱後に、㈨

ᩱ 2のุ定医グධḍにᑵ業ุ定、コ࣓ンࢺ、

ุ定᪥、ุ定医Ặྡをグධし、 

 

回の結果の省略 

健診᪥のᒓするᖺの๓ᖺ 1 ᖺ㛫に受けた実

効線量が 5mSvを㉺えࡎ、かつ、健診᪥のᒓ

する 1ᖺ㛫に受ける実効線量が 5mSvを㉸え

るᜍれがない。 

 

というෆᐜのᢲ印を行い、事業所で所定の

ᖺ数の期㛫のಖ管を行っている。 

 

 ⓶症状の☜認 

᯾つᶍ業で多くの事業所がある場

合、電離則健診の⓶の所見を⤫一するた

めに、 

࣭⓶が㉥くなる 

࣭⓶が⇱または⦪ࡌわ 

࣭⓶に₽⒆がある 

࣭∎の␗ᖖ 

に関しては、ᑜࡡるようにしている。 

特に、ᩚᙧእ科医は↷射㔝にᡭをධれる

ᡭᢏが多く、៏ᛶ放射線障害として、ᡭᣦ

の∎のኚⰍ㸦⦪➽など㸧やኚᙧをきたす

合が られると報告されているࡳ33.6％ 1)。 

 

ཧ考文⊩ 

1)୕ᾆᐩᬛ. 水晶体の被᭚線量ᘬきୗࡆと

ᩚᙧእ科医の放射線ㄏ発ⓑෆ障のண㜵. 

⮫ᗋᩚᙧእ科. 55㸦2㸧㸸p109-114. 2020 

 

㹂．⪃ᐹ 

回、放射線業務従事者に対する健診と

一般健康診断を効果的かつ効率的に行い、

放射線による有所見者を発見するという意
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味では、そのような事例はないと考えられ

た。法令に則った省略ができているかとい

う点では、良好事例はあった。労災認定さ

れ見つかった疾患でさえも、特殊健診が有

効であったわけでなく、他の医療機関で見

つかっている。現状でも電離健診の有所見

率は９％程度あるが、放射線によるものと

は言えない。 

原爆被爆者等の疫学調査から 100 mSv以

上で致死がん発症率が 0.5％と言われてお

り、放射線業務従事者は被ばく管理がきち

んとされていて、5 mSv 程度の被ばくであ

れば、放射線障害が疑われる有所見者が見

つかることは考えにくい。しかし、「第 5回

眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関す

る検討会」では、医師の線量計装着率が悪

いことが報告されているように、被ばく量

が適切に把握できていない場合は別であ

る。 

一般健診や安衛則 45 条健診により生活

習慣病等の疾患が見つかったという点で

は、特殊健診とそれらが効率的かつ効果的

に働いたといえる。しかし、特殊健診の本

来の目的とするところではないと考えられ

る。一体的実施と総合評価というよりは、

法令により健診項目に不足があれば、補っ

ているという印象が強かった。 

医師への作業状況の提供並びに放射線

管理担当者との連携を強化はほとんどな

い。健診が先で、医師の問診が後になる場

合がほとんどで、多数の有害業務を扱う場

合は、検査項目が多く、個人線量の情報が

ないまま医師の問診を行っている機関もあ

った。つまり対象者が多いと、先に医師に

問診を受けて省略項目を決めることは難し

くなると考えられる。放射線取扱主任者に

よる被ばく線量のチェックし、その結果を

医師に伝えている事例があったが、この場

合は、健診がスムーズに行え、省略が進む

と考えられた。 

 

Ｅ．結論 

放射線業務のある施設に対して聞き取り

を行い、特殊健診の検査項目を省略してい

る事例や課題を明らかにした。放射線業務

従事者の特殊健診が所見を見つけるのに有

効であった事例は少なかった。放射線業務

従事者の安心感のためにという意見と、健

診データ管理が困難で科学的根拠がないと

いう意見があった。放射線の生体影響に対

する理解とそれをもとにした健康診断の意

義や目的について改めて労使双方でコミュ

ニケーションを深めることが期待される。 

 

Ｇ．研究発表： 

1.  論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況：(予定を

含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

 なし 
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⾲㸸 ࣗࣅࢱࣥー結果 

 業✀ ேᩘ 線㔞ィの╔
状況 

健診で㑂Ᏺしてい
るἲᚊ 

健診のᅇᩘ 
（/ᖺ） 

1 電Ẽ事業 ⣙ 4800 100㸣 電離๎ 
Ᏻ⾨๎ 

2 ᅇ 

2 電Ẽ事業（Ⓨ電
㏦電） 
་⒪⏝㔜⢏Ꮚ
Ⓨ⏕⨨タ⨨ 

⣙ 200 100㸣 
║のỈᬗయは
のࢻࣥࣂ࣊
㢠で る 

電離๎ 2 ᅇ 

3 電Ẽ事業 ⣙ 1100 100㸣 電離๎ 
Ᏻ⾨๎ 
୰ኸⓏ㘓ไᗘでは
電離๎で⟶⌮して
いない 

2 ᅇ 

4 健診ࢱࣥࢭー ᫂ お ࡑ ら く
100㸣 

電離๎ 2 ᅇ、♫によって 1ᅇ 

5 Ꮫ ⣙ 4600 
 

100㸣 Ᏻ⾨๎ 
電離๎ 
RI ἲ 

一般（ᐃᮇ）健診（1ᅇ） 
特殊（特ᐃ）業務健診（2ᅇ） 

6 Ꮫ 559 100㸣 Ᏻ⾨๎ 
電離๎ 
RI ἲ 

一般（ᐃᮇ）健診（1ᅇ） 
特殊（特ᐃ）業務健診（2ᅇ） 

7 Ꮫ ᩍ⫱㺃◊✲
1,500 
་⒪  
1,300 

100㸣 Ᏻ⾨๎ 
電離๎ 
RI ἲ 

⫋ဨ 
一般（ᐃᮇ）健診（2ᅇ） 
特殊（特ᐃ）業務健診（2ᅇ） 
Ꮫ⏕ 
一般（ᐃᮇ）健診（1ᅇ） 
特殊（特ᐃ）業務健診（1ᅇ） 

8 Ꮫ RI ྲྀᢅ者 3257 
㹖線⨨のみ
のྲྀᢅ者（㝔
がとࢇ）
1003 

ࡰ 100㸣 電離๎ 
RI ἲ 

2 ᅇ 

9 Ꮫ RI ྲྀᢅ 60 
㝔 550 

100%か᫂ 電離๎ 
RI ἲ 

2 ᅇ 

10 Ꮫ ⣙ 1600  電離๎とㄆ㆑して
いるが、⏘業་と
しては特殊健康診
断ᑓ㛛㒊がᢸᙜ
する㒊ศも見てい
るので、ࡑういう
ពではRIἲもྵ
 。れるࡲ

2 ᅇ 

11 Ꮫ（Ꮫ⏕） ⣙ 4500  RIἲ 2 ᅇ 

12 Ꮫ ⣙ 5  電離๎ 2 ᅇ 

13 Ꮫ㝔 ⣙ 300 100% 電離๎ 
Ᏻ⾨๎ 

2 ᅇ 

14 放射性་⸆ရ
の〇㐀、ရ㉁⟶
⌮、◊✲㛤Ⓨ 

⣙ 500 100% Ᏻ⾨๎ 
電離๎ 
RI ἲ 

2 ᅇ 

15 RI 合≀を
⏝した⸆事ᐇ
㦂（⸆） 

10（Spring8
⏝はᩘᖺに
1 ᗘ 1-2ྡ） 

100% 電離๎ 
RI ἲ 

2 ᅇ 
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ᆺ放射ග
タ(Spring8) 

16 ศᯒ業務◊✲
㛤Ⓨ 

9 100% 電離๎ 2 ᅇ 

17 ື≀㝔 1 以๓は╔。
⌧ᅾは被ばく
がとࢇな
いのでつけな
い。 

なし 1 ᅇ 

18 ᰾⇞ᩱࢡࢧ
ࣝタ 

⣙ 1700 100㸣 電離๎ 
RI ἲ 
ཎᏊ⅔➼つไἲ 

2 ᅇ 

19 ཎᏊ⅔関㐃 ⣙ 240 100㸣 
メー࣒ーࣛ
 ーࢱ

電離๎ 
RIἲཎᏊ⅔➼つไ
ἲ 

2 ᅇ 

20 ཎᏊ⅔関㐃 ⣙ 370 (⫋ဨ
110ே、༠ຊ
♫ 260ே) 

100㸣 
 

電離๎ 
RIἲཎᏊ⅔➼つไ
ἲ 

2 ᅇ 

21 ᰾ཎᩱ≀㉁➼
ཬࡧởᰁ≀の
ྲྀᢅ 

⣙ 200ே 100㸣 
 

電離๎ 
RI ἲ 
㖔ᒣಖᏳἲ 
ཎᏊ⅔➼つไἲ 

2 ᅇ 

 

 

 検ᰝ項目┬␎ 
の᭷無 

┬␎項目 
 

1 ᭷ 血ᾮ検ᰝ 

2 ᭷ 血ᾮ検ᰝ 

3 無 - 

4 ጤク♫は 2ᅇ 
ྩὠ健診ࢱࣥࢭーෆは被ばく線㔞が
ࡰ 0なので、┬␎ 

血ᾮ検ᰝ 

5 ᭷ 白血球ᩘཬࡧ白血球ⓒศ⋡（一般健診で白血球ᩘを ᐃ。異
常値➼で་ᖌが必要と判断した場合、白血球ⓒศ⋡を㏣ຍ） 
㉥血球ᩘཬࡧ血ᾮ⣲㔞ࡲたは࣐࣊トࢡリット値 ┬␎（一般
健診で ᐃ） 
⓶の検ᰝ 、║の検ᰝ  

6 2 ᅇの健診のうࡕ、ᩍ⫋ဨ、Ꮫ⏕とも
にᖺに 1 ᅇは項目をᐇ。ᩍ⫋ဨに
ᑐする᥇血は、一般健診に白血球ศ
⏬を㏣ຍするᙧでᐇ。 

ṧりの 1 ᅇは、本ேが記載の健診ၥ診⚊の結果、๓ᅇの健診
結果、ཬࡧ放射線ྲྀᢅ௵者による被ばく線㔞の࢙ࢳッࢡを
行い、ࡑの結果を་ᖌにఏえ、་ᖌが┬␎のྍྰを判断して
いる。 

7 ᭷  ᮇ㛫ෆ 5 mSvᮍ‶の被ばくṔの者 
1.白血球ᩘおよࡧ白血球ⓒศ⋡:┬␎（一般健診で白血球ᩘ
を ᐃ。異常値➼で་ᖌが必要と判断した場合、白血球ⓒศ
⋡を㏣ຍ） 
2.㉥血球ᩘཬࡧ血ᾮ⣲㔞ཪは࣐࣊トࢡリット値:┬␎（一般
健診で ᐃ） 
3.⓶の検ᰝ㸸┬␎ 
4.║の検ᰝ㸸┬␎ 
 ᮇ㛫ෆ 5 mSv以上被ばくṔの者 
་ᖌ診ᐹを行う。（作業状況⪺ྲྀࡁり、血ᾮ検ᰝ、⓶の検
ᰝ、║の検ᰝ） 

8 ᭷ ἲ௧㏻り┬␎ 
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9 無  

10 無 無 

11 ᭷ ึめてྲྀりᢅう場合は、電離๎の項目てを行う。 
たࡔし、ᣦᑟᩍဨからフࣝ項目でࡸってḧしい᪨の౫㢗が
あった場合は受けけている(Ꮫእタを⏝する場合、フ
ࣝ項目がồめられることがあるため)。 

12 無 無 

13 ᭷ 血ᾮ検ᰝ、⓶、║ 

14 無  

15 無  

16 無  

17 ᭷ 血ᾮ検ᰝ 
⓶、║の健診 

18 無（ཎ๎） 
㸨一㒊の者について┬␎あり 

血ᾮ検ᰝ、目࣭⓶の検ᰝ 

19 無 - 

20 無 無 

21 無（ཎ๎）  

 

 

 ┬␎している場合ࡑの⌮⏤ ┬␎していない⌮⏤ 

1 5mSvでศ㢮 目と⓶はၥ診、ど診、どຊ検ᰝで判断しているの

で┬␎なし。 

作業ဨは、検ᰝ項目がከい᪉が⣡ᚓする。Ṇめると

ᑐࡉれる。健診をしてもらうとᏳᚰឤᚓる。ᡭཌ

い健診をᕼᮃ。被ばくῶとなり┬␎したが、本ேが

⣡ᚓせず 2ᅇ（་ᖌの㔞でᐇ）。 

⛉Ꮫ的᰿ᣐはない。 

2 ⣼✚ 5 mSvᮍ‶で。 

⏘業་による判断（ၥ診結果、2 ᖺ㛫の健診結

果） 

- 

3 なし ┬␎の㆟ㄽがない。┬␎のメリットがない。 

4 被ばく線㔞で┬␎ 

⏘業་による判断（ၥ診結果） 

ጤクඛは線㔞のሗがないので᫂ 

5 ᮇ㛫ෆ 5 mSvᮍ‶ 

ே的㈨※とண⟬のຠ⋡的な㐠⏝のほⅬから┬

␎ 

- 

6 ၥ診の結果、ཬࡧ被ばく線㔞࢙ࢳッࢡの結果、

ၥ㢟が無いとㄆめられるため 

- 

7 電離๎では、1 ᖺ㛫に受けたᐇຠ線㔞が 5 mSv

以下であれば検ᰝ項目の┬␎がㄆめられてい

る。一᪉、RI ἲ(行つ๎➨ 22 ᮲)にはᐃめら

れていない（┬␎というᩥゝもない）。⫋ဨは電

離๎に従うが、Ꮫ⏕は電離๎ᑐ㇟እなので、5 

mSv 以下というἲ的᰿ᣐはなく、⫋ဨに‽ࡌて

いる。ࡑこでே的㈨※とண⟬のຠ⋡的な㐠⏝の

ほⅬから┬␎している。 

ͤၥ診⚊によるၥ診およࡧ被ばくṔは┬␎し

ていない 

- 

8 ἲ௧㏻り┬␎ - 
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9 - ┬␎の判断がでࡁない。ṇ☜な判断がでࡁない 

┴Ẹ総合健康ࢱࣥࢭーにጤクしているので。 

10 - - 

11 ྲྀりᢅいを㛤ጞしてから、5 mSv/ᖺを㉸えず、

本ேがᕼᮃしない場合はၥ診のみとし、᥇血は

しない。 

- 

12 - - 

13 ၥ診、ࣂࢫࣛ࢞ッࢪの被ばく線㔞結果に基࡙い

た་ᖌの判断 

- 

14 - 電離๎とᏳ⾨๎に離があり、Ᏻのため୧者のཝ

しいうを㑅ᢥするため。 

་ᖌが┬␎をㄆめたものが┬␎ྍ⬟であるが、受診

ẁ㝵で┬␎ྍ⬟の判断をすることがᅔ㞴なため。 

15 - 被ばく㔞のሗが健診ᚋに᮶るので、ၥ診のⅬで

┬␎でࡁない。放射線業務以እの᭷ᐖ業務があるた

め㸳mSvで┬␎でࡁない。 

16 - 健診をጤクしているため。⓶もጤクのため᫂。 

17 ⋇་はとࢇ被ばくしないので。  

18 - - 

19 無 - 

20 - - 

21 ヱᙜなし ヱᙜなし 

 

 

 

 ἲ௧にᑐする要ᮃ 

1 ⥭ᛴの 1ࣨ᭶に 1ᅇはពがあるのか 

2 㐣ཤは㸱ࣨ᭶に 1ᅇが、㸴ࣨ᭶に 1 ᅇになったはᡭ㛫が┬けた。ࡉらにᖺ 1ᅇでもⰋい。 

白血球ⓒศ⋡ではẼが見つからない。ឤᰁでも上がるのでពがない。 

3 なし 

4 ་Ꮫ的メリットはᑡない 

5 つᶍのࡁなᏛではᏛෆయの放射線業務従事者を⟶⌮する「業務従事者⟶⌮࣒ࢸࢫࢩ」がᑟධ

をもつᏛでは、་࣒ࢸࢫࢩれており、被ばく線㔞 ᐃは業者にጤクしているため、このようなࡉ

ᖌは、本ேに被ばくṔをㄪᰝするࡲでもなく、ࡑの者の被ばく線㔞はᙜヱ࣒ࢸࢫࢩを㏻ࡌて☜ㄆす

ることがでࡁる。ࡲた、ᙜヱ࣒ࢸࢫࢩをᣢたなくても被ばく線㔞 ᐃは業者にጤクしていて、なお

かつ放射線⟶⌮者と་ᖌとの㐃ᦠがとれていれば、་ᖌは、本ேに被ばくṔをㄪᰝしなくても被ば

く線㔞をᢕᥱすることがྍ⬟である。 

一᪉、⌧ᅾ、特殊業務健診では、被ばくṔのㄪᰝは┬␎でࡁないため、健診で被ばくṔを本ேに☜

ㄆしている。ࡑのため、本Ꮫのように放射線業務に従事する者が 4,000 ྡを㉸える場合は、被ばく

Ṕの本ே☜ㄆࡔけでもከなるே的ࢫࢥトが必要になる。ᐇ㝿のとこࢁ、Ꮫに所ᒓする放射線業

務従事者は、とࢇの者の被ばく線㔞が検ฟ㝈⏺ᮍ‶であるため、線㔞を本ேに㏻▱しているに

も関わらず、本ேが被ばく線㔞をᢕᥱしていないこともᩓ見ࡉれる。 

こで、「本ேに被ばくṔを☜ㄆすることとはูの᪉ἲで་ᖌが業務従事者の被ばく線㔞をᢕᥱでࡑ

の者がࡑる場合、かつࡁ 1ᖺ㛫に 5 mSv の被ばく線㔞以下の場合は、特殊業務健診における被ばく

Ṕのㄪᰝにおいては、業務従事者本ேの被ばくṔのㄪᰝはしなくてもよい」というᩥゝをධれて

ḧしい。このᩥゝが㏣ຍࡉれることにより、5 mSv/ᖺ以下の被ばくṔの者にᑐする健診の┬␎をά

⏝することで、業務従事者一ே一ேのಶูᑐᛂを行う必要が無くなり、ே的㈨※、ண⟬のຠ⋡的

な㐠⏝に⧅がるࡔけでなく、業務従事者の㈇ᢸ㍍ῶにも⧅がる。 

࣭電離๎と RIἲの健診に関する記載を⤫一してḧしい。 
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࣭RI ἲཬࡧ電離๎では健診の┬␎基‽は་ᖌの判断による᪨が記載ࡉれているが、་ᖌの判断にあ

る⛬ᗘの基‽（ゎ㔘）を♧してしい。 

6 ࣭電離๎では、་ᖌが必要でないとした場合は┬␎でࡁることとࡉれているが、RI ἲでは་ᖌが必

要とㄆめる場合に㝈ってᐇとなっており、⾲記が⤫一ࡉれていないので、⤫一いたࡁࡔたい。 

「࣭6᭶以ෆࡈと」という⾲⌧はわかりにくい。 

࣭RI ἲཬࡧ電離๎における┬␎に関しては、་ᖌの判断で┬␎することがㄆめられているが、ࡑの

基‽についてのᣦ㔪があったうがいい。┬␎については、事業所のつᶍ、࣡ࣃ࣐ࣥーのၥ㢟も

あるので、のような事でのように┬␎をしているか、事業所のつᶍとも照らし合わせて、

事をࡲとめてみることもよいかもしれない。 

7 ࣭RIつไἲと電離๎での異なる⾲⌧、項目、㢖ᗘについて⤫一してしい。 

࣭6か᭶ࡲたは 1ᖺを㉸えないᮇ㛫をཝᐦに㑂Ᏺしようとすると、1 ᪥ずつ๓ಽしになってしࡲうの

で、๓ᚋ 15 ᪥㛫なのᖜをᣢたせてしい。 

8 ༴㝤≀のᗘに血ᾮ検ᰝを受け、᪂つに RIをうேは、ࡉらに、血ᾮ検ᰝを受ける。 

これらがリࣥࢡしていれば㢖ᅇに᥇血を受ける事ែをゎᾘでࡁるのではないか。ၥ診の様式がලయ

的な⓶㞀ᐖの࢙ࢳッࢡリࢫトのようになっていれば、ປ⅏事のᣠい上ࡆがでࡁるのではないか

とᛮう。 

えば、ぶᣦの∎に⦪➽がධっていないか。 

9 なし 

10 ᙧ㧁しているとឤࡌる。必要性も⌮ゎしているが。 

特≀の健康診断はἲ௧ᨵṇがணᐃࡉれている。リࢫࢭࢡࢫメࣥトを⤒て、᭚㟢状況がపい者に

ついては┬␎でࡁるようになる。しかしࡑれにはṇ☜なࢧーࢫࣥࣛ࣋が必要。放射線はࣂࢫࣛ࢞

ッࢪ➼のಶேࣔࢱࢽをけているからよいࢁࡔうが、特≀の場合は㞴しい。㏫にゝえば、ṇ☜な

 ᐃをᢸಖでࡁないから健康診断をࡸる、ということなのかも。 

11 放射線の健康診断は、血ᾮᏛ的にはពがない。被ばく線㔞 ᐃをしっかりࡸればよい。 

ればṚஸ⋡が下がるࡸ、検診はࢇ⭠がࡸ検診ࢇらないのが㊅ໃ。⫶がࡸがないことはࢫࣥࢹࣅ࢚

というࢹーࢱをฟしてはࡌめてࡸる。ࡸるのであればࢫࣥࢹࣅを㏣ຍしてくࡉࡔい。 

㔪่し事ᨾの⚄⤒ᦆയは、10௳᥇血すれば1௳くらいฟてくる。ッゴになったとࡁに、この健康

診断のពがㄝ᫂でࡁるのࢁࡔうか㸽 

ປാ者のᶒというഃ㠃はあるが、メリットよりࢹメリットの᪉がࡁい。ᶒபࠎの「๓」のヰ

ではないか。 

リࢡࢫとのࢫࣥࣛࣂを考える必要がある。 

12 特になし 

13 ᖺ㛫被ばく㔞➼にᛂࡌて項目を┬␎することがでࡁるのがよい。 

14 Ᏻ⾨ἲと RI ἲのᚤጁなࣞࢬをうにかしてしい。 

RI ἲの健診は 1 ᅇ/ᖺ、電離๎では 2ᅇ/ᖺ➼ 

15 RI つไἲと電離๎で、overlap している㒊ศがከく、ࡕらかに⤫一して㡬ࡁたい。RIἲのみの1

ᅇでⰋい。 

16 ⦪りしないようにしてしい。常特殊業務従事者のᴫᛕをࡸめてしい。㛫⟶⌮か᭚㟢㔞⟶

⌮かຍࡉれていない。 

17 なし 

18 R5.4.1 より᭷ᶵ⁐࣭特ᐃᏛ≀㉁➼に関する特殊健診のᐇ㢖ᗘが㸴᭶以ෆに㸯ᅇᐇから、㸯

ᖺ以ෆに㸯ᅇᐇに⦆ࡉれる。 

電離๎においてもྠ様の検ウをお㢪いしたい。 

19 㹐㹇ἲではᖺ㸯ᅇであるのにᑐし、電離๎ではᖺ㸰ᅇとしており、電離๎においてもᖺ㸯ᅇの⦆

の検ウをお㢪いしたい。 

20 特に無し（㸯ᅇにῶらすメリットはない） 

21 R5.4.1 より᭷ᶵ⁐࣭特ᐃᏛ≀㉁➼に関する特殊健診のᐇ㢖ᗘが㸴᭶以ෆに㸯ᅇᐇから、㸯

ᖺ以ෆに㸯ᅇᐇに⦆ࡉれる。 

電離๎においてもྠ様の検ウをお㢪いしたい。 

− 14−



 - 15 - 

 一般健診と特殊健診を組み合わせて判断しているか。 

メリットとࢹメリットは㸽 

1 特殊健診で、放射線業務でᛴ性㞀ᐖ、៏性㞀ᐖともに᭷所見者は見つかっていない。 

Ᏻ⾨๎で見つかった所見のために、結ᒁ放射線業務をṆめた。㛗ᮇ的なෆ因性疾患は一般健診で見

つけられた。 

白血のປ⅏ㄆᐃでも、電離๎健診があったから見つかったわけでない。疾患が見つかってから、

ປ⅏⏦ㄳをしている。 

2 特殊健診で、放射線業務で᭷所見者は見つかっていない。特殊健診の་Ꮫ的、⛉Ꮫ的᰿ᣐはない。 

血ᅽࡸ血⢾異常のためฟᙇྍとした。放射線業務はၥ㢟ないが結ᒁฟᙇでࡁないので、放射線業

務がでࡁなかったがある。 

従業ဨは、健診してもらっているᏳᚰឤがある。Ᏻᚰのため行う。ᖺ 2 ᅇ健診のⱞはない。┦ᡭ

業からồめられるから行う。 

放射線業務従事者の୰で、一般健診で白血が見つけられたが、放射線業務とは関係ない。 

被ばく⟶⌮を 15mSv/ᖺ、80mSv/5 ᖺで行っているので、᭷所見はない。 

3 業務で᭷所見がฟたことがない。2ᅇした᪉が健康の☜ㄆがでࡁる。♫的にはῶらした᪉がⰋい。 

⥭ᛴにはᚰ⌮的㈇ᢸをῶらすために 2 ᅇがⰋい。ከすࡂると㏫にᏳ。健診のෆᐜの⌮ゎは♫ဨ

にない。 

♫的にはῶらした᪉がⰋい。本ᗑはᖺ 1ᅇ、ཎⓎは 2 ᅇの᪉が、放射線業務にព㆑が㧗くなる。1

ᅇࡔとᏳ。 

放射線の▱㆑がဨあるわけでない。5 mSv以上になるྍ⬟性があるので、2ᅇがⰋい。 

ᐇ㝿に事ᨾがないが起こったのために 2 ᅇがⰋい。常に 2 ᅇの᪉がቑࡸすよりⰋいかも。័れて

いないேは 1ᅇではᏳ。 

་Ꮫ的に᰿ᣐはない、ᚰ⌮的にしたい。య㔜のቑῶがẼになるくらい。白血球ᩘはኚわらない。 

被ばくがᑡないから、被ばくによるᙳ㡪を考えていない。⚟ᓥᛂでも被ばくのᚰ㓄なかった。2ᅇ

がᙜたり๓。健康のࣂロメーࢱ。 

⌧ᅾ健診࢝ーがఱ᪥も᮶るので、健診を受ける㈇ᢸなし。 

4 2 ᅇ行うことによって、ᛮわࡠ事ែ៏ࡸ性疾患が見つかるྍ⬟性がある。一般健診で白血が見つか

ったことがある。 

ᩍ⫱が㔜要。ඖㄳの要ㄳがあるから 2ᅇ行っている。 

5 一般健診の㝿にも放射線業務従事者であること（被ばくṔࡸ║࣭⓶の異常、᪂つⓏ㘓か⥅⥆Ⓩ㘓

かのㄪᰝ）を⾲記ࡉせ、総合的に判断しᑐᛂしている。 

一般健診と特殊業務健診を組み合わせて判断した事㸸 

放射線の業務に従事している者がᐃᮇ健診において、白血球値の異常がㄆめられた。たࡔし、ࡑの

者には被ばくṔは無い。Ꮫෆにてෆ⛉診ᐹをし、ᚋ、㏆㞄㝔を受診、ࡑの⤒㐣を㏣っていくが、

のẁ㝵で特殊業務⮬యにᣦᑟをධれるணᐃはない。 

 

Webၥ診になることがあり、⬟ື的にࢫࢭࢡしない。健診のព㆑がⷧい。 

健診は必要とᛮっている。特殊とᛮっていない。ἲ௧でỴࡲっているので、受診ࡉれる。線㔞ィと

5mSvの被ばくでษる。 

線㔞ィは必ずᣢっているということになっている。࣒ࢸࢫࢩ的にࢹーࢱを༓௦⏣ࡸ㛗℩にධれて

もらい、ࡑれを⟶⌮している。 

従業ဨから被ばくの᭷無を⪺くことはしている。ࡑれがなければ、┬␎が㐍ࡴ。 

6 ࣭一般健診はᑐ㇟がᩍ⫋ဨのみであるので、放射線業務に従事するᏛ⏕にᑐしては㏻常のᏛ⏕健診

では᥇血が無い。特殊業務健診により、Ꮫ⏕にᑐして᥇血によるホ౯がでࡁる。 

࣭一般健診では、白血球のศ⏬が無いので、より⣽かいホ౯がでࡁる。 

࣭特殊業務健診を受検することで、⮬㌟の業務のᏳ⟶⌮の㔜要性についてㄆ㆑ࡉせるၨⵚຠ果

がある。 

 メリットࢹ

࣭一般健診の白血球にはศ⏬が無いので、ูの࢜ーࢲーになる。 

࣭特殊業務健診がᖺ 2 ᅇというのは、業務のෆᐜにẚして㈇ᢸがࡁいẼがする。 

− 14− − 15−



 - 16 - 

一般健診と特殊業務健診を組み合わせて判断した事㸸 

  放射線㞀ᐖと判断ࡉれる事は無い。特殊業務健診の᥇血でዲ㓟球のቑຍがㄆめられる場合が

あるが、トࣆー、ࢠࣝࣞー、ཬࡧⰼ⢊によるものである。白ෆ㞀はຍ㱋ཬࡧトࣆーによる

もの、㈋血は、⏕⌮㡰によるものなので、ᐇ㝿のᑵ業ไ㝈にはならない。 

ேᩘᢕᥱはでࡁている。放射線௵者は目がᒆくので、受診をࡉせࡸすい。ἲ௧でỴࡲっているの

で、受診ࡉれる。 

7 ࣭᭷ពな被ばくがあったேࡸ⮬ぬ状があるேについては、一般健診と組み合わせて総合的な診断

をすることにより、検ᰝ結果の異常値ࡸయㄪⰋのཎ因が放射線のᙳ㡪によるものかྰかをより⢭

ᗘよく判断でࡁる。 

࣭一般健診と特殊健診の୧᪉の項目にྵࡲれるような血ᾮ検ᰝ結果（㉥血球ᩘࡸ白血球ᩘな）で

は、放射線のᙳ㡪以እのཎ因によるものかྰかを総合的に判断でࡁるので、୧᪉組み合わせて判断

することがでࡁる。 

8 なし。作業⎔ቃのᨵၿは、被ばく事ᨾࣄࡸリࣁットがⓎ⏕すればධする。 

健診結果でືくのではなく、線㔞ィのᩘ値で᥎⛣を見ているが健診の結果、異常があるような事

はない。 

⏘業་が⮬的に結果から、放射線業務に関係なく検ᰝの判ᐃをฟすࢣーࢫはある。 

9 メリット㸸受診者はᏳᚰឤをᚓる  ࢹメリット㸸᭷ᚓない疾患を見ることがある、ປ務がኚ 

10 ⌧状では、一般健診と特殊はูになっている。一ᣓしてཧ照でࡁるような࣒ࢸࢫࢩの㛤Ⓨをሗ㒊

にお㢪いしているが、㐍ࢇではいない。たࡔ、必要があれば、一般健康診断の結果も、(⣬፹యで)

ྲྀりᐤせてཧ照でࡁる。 

ᒀ検ᰝでࡦっかかるேがከいタがあるような༳㇟がある。ゎᯒしたわけではないが。ᙳ㡪がฟࡸ

すいே、ฟにくいேはいるࢁࡔうが、ฟࡸすいேのࢡࢫリーࢢࣥࢽというពではⰋいかもしれな

い。 

11 ⌧ᐇをゝうと、組み合わせてはいない。放射線では事はない。 

᭷ᶵ⁐は、᭚㟢すると⫢ᶵ⬟が的にᝏくなるேがいる。ᩘᖺに1ᗘは᭷┈ながある。 

12 一般健診と特殊健診を組み合わせはでࡁていない。これࡲで健診でၥ㢟があったことがないのでわ

からない。 

一般がᖺに1ᅇ、特殊がᖺ2ᅇあり、項目をࡲとめることがでࡁれば㔪่しのᅇᩘをῶらすことがで

 。ていないࡁが、でࡔるのࡁ

13 組み合わせていない。」ᩘの健診を行うことでປാ者のᏳᚰにつながる㠃はある。 

14 ࣭組み合わせて判断している 

࣭一般健診では白血球ᩘがないので、放射性㞀ᐖではなくとも、ࡑれによる健康㞀ᐖが見つけられ

るのはⰋい。 

࣭電離放射線健診結果でᚰ⮚がᢕᥱでࡁたேがいた。（健診結果がฟる๓に、యㄪⰋで受診しᚰ

⮚がわかった） 

࣭ႚ↮者に白血球ᩘの㧗い者がいる、➼。 

࣭Ỉᬗయΰ⃮の所見があったが、放射線白ෆ㞀ではなく、⥙⭷㟼⬦㛢ሰࡔった。᪤に⒪୰の♫

ဨࡔった。（電離放射線による㞀ᐖではない） 

15 ࣭組み合わせて判断している。 

メリット㸸 

 ᐃ項目ࡸほᐹ㒊に関しては overlap しているが、༢⣧に診るᶵがቑえる。 

線㔞⟶⌮がでࡁていない、被ばく線㔞がᢸಖでࡁない場合 

ෆ㒊被ばくは線㔞がわからない健診必要 

電離๎で放射線と関係ない⏕ά⩦័ࡸ血ᾮ疾患が見つかった。 

白血球ศ⏬での疾患を☜ㄆでࡁる。 

 メリット㸸ࢹ

タ⟶⌮、タഛ⟶⌮が⤫一ないので、ࢹーࢱが合わない。 

16 受診者のᏳᚰឤ。業は 1ᅇの᪉がⰋい。㸰ḟ的ண㜵要⣲が㧗い。2ᅇすると、ḟ的ຠ果がある。

放射線と関係ない疾患が見つかる。 

17 2 ᅇのメリットはない。線㔞に合った健診をしてしい。 
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18 受検者の作業状況が 5 ｍSv 以下といった状況であるため、特殊健診結果においてはいずれも「業務

との因果関係なし」とし、一般健康診断結果についてフォローしている。 

被ばくをしていなければ特殊健診のメリットはない。 

19 電離健診の判断を行うための様式においては、電離健診に必要な項目のみを記載しており、基本的

には組み合わせて判断することは無い。 

被ばくをしていなければ特殊健診のメリットはない。 

20 特殊健康診断で所見ありの場合、一般健康診断と照らし合わせて総合的に判断している。 

放射線業務に従事してもよいか判断するためメリットはある。 

21 受検者の作業状況が 5 ｍSv 以下といった状況であるため、特殊健診結果においてはいずれも「業務

との因果関係なし」とし、一般健康診断結果についてフォローしている。 

上記のとおり業務起因性の異常はないが、電離健診の場合、一般健診にはない項目（白血球、血小

板）から異常値の場合に見つかる疾患はあると考える。 
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電㞳放射線健康診断ࣗࢽ࣐アル 

࠙┠ ⓗࠚ 職員、学⏕が電㞳放射線取扱業務を行うにあたり、ᇶ♏ᝈがないか確認し、電㞳放射線取扱業

務にᚑ事してもᨭ㞀がないかを確認するたࡵ。また、電㞳放射線取扱業務にࡼり健康㞀ᐖを᮶していないか確

認するたࡵ。 

㛵係法௧）Ᏻ⾨法➨ 66᮲➨㸰㡯前ẁ、Ᏻ⾨⏕施行௧➨ 22᮲ 1 㡯➨ 2 ྕ、電㞳๎➨ 56᮲（⋹別表➨ 2） 

病院職員：（。。。。。。。大学病院放射線㞀ᐖண㜵規定 ➨ 9❶健康診断） 

大学職員：（。。。。。。。大学アイソトープ研究センター放射線㞀ᐖண㜵規定 ➨ 9❶健康診断） 

࠙ᴫ 要  ࠚ 新規登録時（㞠入時おࡧࡼ㓄置時）、おࡧࡼ㸴か月ࡈと（定期健診時、裏月）に以下の内ᐜで、

健康診断を実施する。 

ձ被ばくṔの᭷↓のㄪ査（作業場所、内ᐜおࡧࡼ期間、放射線㞀ᐖの᭷↓、自覚症状の᭷↓その放射線にࡼ

る被ばくに㛵する事㡯）、ղⓑ血⌫おࡧࡼⓑ血⌫ⓒศ⋡の検査、ճ㉥血⌫ᩘおࡧࡼ血Ⰽ⣲、࣐࣊トクࣜット、

մⓑ内㞀に㛵する眼の検査、յ皮膚の検査 

裏月では、ᇶ本ⓗにղ㹼յを┬␎してձのみ実施。 

しかし、医師の判断で内科診察もしくは採血、その୧᪉が必要とࡉれた場合は、それらを追加して実施する。 

放射線被ばく  。るものについては、裏月の┬␎は不ྍ࠼シーベルト/ᖺを㉸࣑ࣜ5

→電㞳放射線㜵Ṇ規๎ 56᮲の 4を確認 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-

Soumuka/kouhyousiryou.pdf 

࠙ᡭ 㡰ࠚ 

1. ＜健診前＞ 

(1). ＜新規登録者：㞠い入れ、㓄置時＞ 

放射線業務ᚑ事者登録⏦ㄳ᭩を、新規登録者本人が、病院所属は᰾医学へ、大学所属はアイソトープ研究セン

ター（RI センター）へ提出する。 

ᩘ日ᚋ、新規登録者をとりまとࡵた RIセンターから、健診係へ RI健診の依頼がくる（FAXにて）。 

※本人から、健診について問い合わせがあった際には、健診係へ電話を回し確認してもらう必要がある。RIセンターから

健診係へ依頼が᮶ていないࢣースもあり、その際はまだ RI健診を受けられないたࡵ。 

※院内の┳ㆤ師の␗ືについては、放射線業務ᚑ事者として登録はし┤すが、RI健診上は新規登録時として㝶

時行うのではなく、それまでの⥅⥆で定期健診時と裏月に行ってࡼい。 

(2). ＜定期健診時＞ 

保健センタースタッࣇは、RIセンターࡼりメールで㏦付ࡉれた┤近の「ࠐ月ศの被ばく線量 定⤖ᯝ」をཧ↷して、対

象者へ㓄ᕸするࠗ電㞳放射線健康診断問診票࠘の「㸴．被ばく線量」に各自のࢹータを記入する。 

また、健診係は、㏻ᖖの健診の流れ同ᵝ、ⓑ血⌫┠ど追加࢜ーࢲーを行う。ዎ⣙職員に㛵しては、ㄌ⏕月に健診がない

場合がある。その場合はㄌ⏕月に RI健診のみを受診する。 

(3). ＜裏月(ㄌ⏕月+6か月)＞ 

定期健診時の RI⤖ᯝで、産業医が「次回の血液、眼、皮膚の検査」を「☑┬␎」とした場合は、ձ（࠙ ᴫ要ࠚ

ཧ↷）のみ実施するたࡵ、対象者は、㓄ᕸࡉれた「電㞳放射線健康診断問診票」の୧面を記載した上で、健診

係へ提出する。 
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ただ、定期健診時の産業医が「次回の血液、眼、皮膚の検査」を「☑必要」と判断した際には、それぞれを

追加して実施する。 

＜健診＞ 

以下の流れは、定期健康診断を実施している日には、健診会場で行う。 

定期健康診断を実施してない日（RI健診のみの日）には、人事課健診係で受付をし、保健センターで行う。 

 

（定期健診時と同時に行う場合） 

1. 健診係が受付を行い、問診票の記載やチェック漏れ等がないことを確認する。 

2. 定期健診とともに採血と内科診察を実施する。 

3. 問診票は健診係へ提出する。 

 

（新規登録者で、定期健診と兼ねずに RI健診のみを実施する場合） 

1． RIセンターから対象者の健診依頼がきているかを健診係が確認し、受診登録をする。 

2． 採血は紫スピッツ 1本とり、ラベルシールに IDと名前を記載して検体に貼付する。 

3． 問診票表面左下の処理欄に、採血日の記載、個別に☑しているかを確認する。記入がなければ、保健師がする。 

4． 裏面の自覚症状にチェックがあるか確認する。不備がある際は、その場で記載してもらう。 

5． 内科診察を依頼する。（健診会場の場合は、内科診察医。保健センターの場合は保健センター当番医。） 

6． 問診票を健診係へ渡す。（保健センターでの実施の場合は、ここで受診登録をしても良い） 

7． 受付時間の 10：30を過ぎたら、受診者一覧表の出力を健診係へ依頼する。 

8． 11：00の検体回収時間までに、採血検体と受診者一覧表を保健センターの入り口ドア付近に置く。 

 

（裏月で採血や内科診察が不要の場合） 

1. 健診係が受付を行い、問診票の記載やチェック漏れ等がないことを確認する。 

2. 内科診察が必要な場合には、健診係が対象者を診察に案内する。 

（健診会場の場合は、内科診察医。保健センターの場合は保健センター当番医。） 

3. 対象者は、問診票を健診係へ提出する。 

※問診票のみの提出者から電話で問い合わせを受けた場合には、（個人情報なので封入の上）メールボックスへの投函でも

良いと回答する。 

＜TIPS＞ 

・アイソトープ研究センターの業務とは？ 

→「線量の管理」「法律被ばく記録の作成」「各個人の被ばく線量」 

・線量等の管理責任者は？ 

→病院、大学それぞれに「放射線取扱い責任者」がおり、線量の管理、指導等を行っている。 

病院の放射線取扱責任者：「放射線部」、大学の放射線取扱責任者は、「アイソトープ研究センター」。 

・各職員の病院、大学の所属については、 

「放射線業務を行っている場所」での管理。 

例）消化器内科学に所属があるが、放射線業務を病院で行っている場合、病院の放射線取扱い責任者が線量、指導等の管

理。 
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労⅏⮫ᗋ◊✲事業㈝⿵ຓ金 
分担◊✲ሗ࿌᭩ 

 

ᡃがᅜにおける電離放射線管理と化学物質管理のኚ㑄と┦㐪点 
 

◊✲分担者 後⸨ ඖ⚽ ⏘業医⛉学⏘業⏕ែ⛉学◊✲所⫋業性中毒学◊✲室 ຓᩍ 
◊✲௦表者 ᒸ㷂 㱟ྐ ⏘業医⛉学⏘業⏕ែ⛉学◊✲所放射⾨⏕管理学◊✲室 ᩍᤵ 
◊✲分担者 立▼Ύ一㑻 ⏘業医⛉学⅏害⏘業保健ࢭン࣮ࢱ ᩍᤵ 
◊✲༠ຊ者 上㔝  ⏘業医⛉学⏘業⏕ែ⛉学◊✲所⫋業性中毒学◊✲室 ᩍᤵ 
 
 

◊✲要᪨ 
ᡃがᅜでは、 47年に制定された労働Ᏻ⾨⏕法(Ᏻ⾨法)やその他の労働

省令により、⫋場での有害業務による⫋業がんやその他の㔜度の障害を予防す

るための体⣔がᵓ⠏されている。電離放射線、あるいは化学物質を取り扱う業

務に従事する労働者の健康管理には共通点が多くみられる。そのため、本分担

◊✲では電離放射線および化学物質の曝露による健康障害予防を目的とした法

令について、制定された⫼ᬒや施行後のኚ㑄をり㏉るとともに、電離放射線

取扱業務従事者、および化学物質取扱業務従事者のそれぞれの健康管理に関す

る⌧在の法令について比較し、後の在り方について検ドした。 

 法令のኚ㑄をみると、電離放射線の人体への影響や化学物質の毒性による健

康障害が明らかになる度に法令の刷新や改訂が行われていることが明らかとな

った。電離放射線取扱業務従事者においては、化学物質と異なり個人の被ばく

線量をṇ確にホ౯できているため、リスク管理も化学物質より行い᫆いと考え

られる。化学物質は令 6年度より事業所ẖの自律管理に⛣行する予定であり、

化学物質取扱業務従事者の健康管理についても、対象となる化学物質の適切な

管理ができている事業所においては健康診断㸦健診㸧㢖度を⦆することがで

きるようになる。電離放射線についても同様に健診㢖度の⦆を行うことは可

能と考えられ、そのためには法令のᩚ理が必要である。 

 

 

A:◊✲┠ⓗ 

ᡃがᅜでは、⤊ᡓ後間もなくの 22 年に労

働基準法が制定され、その後は有害業務に従事す

る労働者の健康障害を防ࡄために✀々の法ᩚഛが

ẁ㝵的に行われてきた。 47 年には、⫋場での

有害業務による⫋業がんやその他の㔜度の障害を

予防するために、有害業務の作業管理・作業環境

管理・健康管理について規定した労働Ᏻ⾨⏕法

(Ᏻ⾨法)が制定され、この法令に基づいて有害業務

による健康障害を予防するための体⣔がᵓ⠏され

ている。Ᏻ⾨法をጞめとした労働者保ㆤのための

法令は♫情ໃのኚ化にకってその時௦に合わせ

た改訂が⧞り㏉されており、労働者の健康障害予

防のための対⟇は年々強化されてきた。 
電離放射線、あるいは化学物質を取り扱う作業

に従事する労働者については、業務㉳ᅉ性の健康

障害予防のために様々な法令による管理が行われ

ており、その内容については多くの共通点がみら

れる。本分担◊✲では電離放射線および化学物質

の曝露による健康障害予防を目的とした法令につ

いて、その制定された⫼ᬒや施行後の改訂の歴ྐ

をり㏉る。また、電離放射線取扱業務従事者の

健康管理、化学物質取扱業務従事者の健康管理に

ついて⌧在の状ἣについて比較し、後の在り方

について検ドした。 
 

B:◊✲᪉ἲ 

 電離放射線および化学物質による健康障害予防

に関㐃する㐣ཤ及び⌧在の法令や通達、関㐃する

ᩥ⊩や᭩⡠の内容を確認した。 
 

C.◊✲⤖ᯝ 

1. 放射線および化学物質に対する有害性の認▱

と防ㆤのኚ㑄 
 
1-1 電離放射線 

エックス線は、1895 年にࢶࢻの◊✲者ࣞント

ンがⓎぢした。エックス線のⓎぢ後間もない㡭ࢤ

から、電離放射線が⏕体に対して有害作用がある

ことが▱られጞめていた。特にエックス線の◊✲

を行う◊✲者・医師などに皮膚症状、⬺ẟといっ

た症状が⌧れることが┦ḟいでሗ࿌され、1920 年

௦には血液ᝈ(⏕Ⰻ性㈋血)をⓎ症した例も

ሗ࿌されている。1928 年に、ᅜ際エックス線ラジ

ウム防ㆤጤဨ(IXRPC)がエックス線及び放射線

防ㆤに関する初めてのᅜ際່࿌を作ᡂした。この
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່࿌内には、エックス線取扱者の労働時間の上限、

エックス線室のタィ、エックス線およびラジウム

の取扱い上のὀព点、㐽ⶸᯈやᡭ⿄、エࣟࣉンな

どによる個人防ㆤなどが 41 項目にわたって記載

されている。ᡃがᅜにおいては、1914 年ห行の⸨

ᾉ๛一ⴭ「れんとげんᏥ」に放射線防ㆤに関する

記載がされており、「ࣞントࢤン従事者のᚰᚓ」と

してල体的な防ㆤ方法の内容が記されているが、

ᡓ前には放射線防ㆤの規定を定めた法令や、電離

放射線曝露による健康障害を予防するための法令

は存在しなかったと考えられる。 
 

1-2 化学物質 
化学物質の有害性は、⏘業㠉の時௦に認▱さ

れጞめたと考えられる。1770 年㡭にጞまった⏘業

㠉では、木Ⅳよりもより高ຠ⋡な▼Ⅳや࣮ࢥク

スを用した〇㕲法がᬑ及した。ືຊもỈ㌴から

蒸気ᶵ関へとኚ化し、蒸気ᶵ関のエ࣮ࢠࣝࢿ※と

しても▼Ⅳや࣮ࢥクスが用された。▼Ⅳや࣮ࢥ

クスを⇞↝させると࣮ࣝࢱ࣮ࣝࢥがⓎ⏕するが、

この࣮ࣝࢱ࣮ࣝࢥ中にはベンゼン、ࣞࢱࣇࢼン、

ク࣮ࣞࣝࢰなどの化学物質が含まれており、これ

らに曝露することにより健康障害がⓎ⏕した。⫋

業がんについては、1775 年にⱥᅜの外⛉医ࢩ࣮ࣃ

ットが↮✺ᤲ除ኵの㝜ᄞがんを初めてሗ࣏・ࣝࣂ

࿌しており、↮✺に㈓␃したスࢬに「㛗期間」「⧞

り㏉し」曝露され、10 年⛬度の期間を経てⓎがん

する可能性を指した。以後、様々な化学物質に

よる⫋業がんのሗ࿌が行われている。 
さらに、1860 年௦㡭になると規ᶍな化学ရ〇

㐀♫が┦ḟいでタ立され(BASF: 1861 年、࢟࣊

スト: 1862 年、ࣂエࣝ: 1862 年など)、高 ・高

ᅽ・ゐ፹法による化学合ᡂの㛤Ⓨ(Haber-Bosch法:   
1906 年)により、新規化学物質の㛤Ⓨがຍ㏿度的

に㐍み、これらに対する曝露のᶵもቑຍした。 
ᡃがᅜでは、明時௦から⏘業の㏆௦化がጞま

り、化学ᕤ業のⓎᒎとともに様々な健康障害がሗ

࿌されるようになった。化学物質曝露による健康

障害を予防するための法規制は、後述のᕤ場法が

制定されるまでにも自体ࣞベࣝでⱝᖸではある

が存在した。例えば、「㜰ᗓ〇㐀所取⥾規則」(明
 10 年 5 月)、「ᮾிᗓ〇㐀所管理に関するᕸ達」

(明 14 年)、ி㒔ᗓ(明 29 年)、ዉⰋ┴(明 31
年)等において一般ᕤ場取⥾規則がⓎᕸされてい

る。また、ⅆᕤ場取⥾規則(ᒣᙧ┴、㛗ᓮ┴等)、⇥

ᑍ取⥾規則(ᒱ㜧┴、㛗ᓮ┴、㜰ᗓ等)、↮ⅆ取⥾

規則(ᒣᙧ┴、三㔜┴、ᮾிᗓ等)、▼Ἔ取⥾規則(ᮾ
ிᗓ、රᗜ┴等)、㨶⋇化〇㐀取⥾規則(㛗ᓮ┴㸬ᗈ

ᓥ┴等)のように、対象物質に特化した特別取⥾規

則を定めた自体も存在した。 
  

2.  第二ḟୡ⏺ᡓ前の労働Ᏻ⾨⏕に関わる法

律 
「ᕤ場法」は、明 44㸦1911㸧年に制定された

わがᅜ初の本᱁的な労働保ㆤ立法である。同法は、

ṇ 5㸦1916㸧年のᕤ場法施行令によって同年 9
月 1 ᪥に施行された。ᕤ場法は、その後ṇ 12
㸦1923㸧年に㔜要な改ṇが行われており、第二ḟ

ୡ⏺ᡓ前における᭱も㔜要な労働保ㆤ立法であ

った。ᕤ場法の適用範囲は、常時「15 人」㸦ṇ 12
年改ṇで「10 人」へ㸧以上を用するᕤ場と、事

業の性質が༴㝤または⾨⏕上有害な一定のᕤ場と

に限られていた。ほぼ業✀にわたる事業を列挙

し、それら事業に(規ᶍを問わず)適用する、と規定

されたᡓ後の労働基準法に比すれば、ごく限定的

な適用範囲であった。 
 また、保ㆤの内容も、ᕤ場法本則では、ձ᭱低入

⫋年㱋を 12 ṓとする、②15 ṓᮍ‶の者および「ዪ

Ꮚ」について、᭱㛗労働時間を 12 時間とし、῝ኪ

業(༗後 10 時から༗前 4 時)を⚗Ṇし(例外と㛗期

の適用⊰予あり)、ఇ᠁の基準(6 時間を超えるとき

は 30 分、10 時間を超えるときは 1 時間)およびఇ

᪥の基準(ẖ月 2 回以上)を定め、一定の༴㝤有害

業務へのᑵ業を制限する、③ᕤ場における⫋ᕤの

Ᏻ⾨⏕のための行ᨻᐁᗇの⮫検・令ᶒを定め

る、մ⫋ᕤの業務上のയ・Ṛஸについての事業

の定㢠のᢇຓ㈐௵を定めた。施行令においては、

յ㈤金の通㈌ᡶいやẖ月 1 回以上ᨭᡶいのཎ則、

ն常時 50 人以上用のᕤ場におけるᑵ業規則作

ᡂ・ᒆฟ義務(ṇ 12年改ṇ)などを定めた。また、

結᰾予防を目的として、 13 年(1938 年)には

ᕤ場法に基づく省令であるᕤ場༴害予防及⾨⏕規

則第 34 条の㸰第 7 項に「ᕤ場は、ᕤ場医をし

て、ẖ年ᑡなくとも 1 回⫋ᕤの健診をⅭさしࡴべ

し」と規定された。2 年後の 15 年(1940 年)に
は、化学ᕤ業やその他⾨⏕上有害な業務の✀㢮が

ቑຍしたため、ᕤ場༴害予防及⾨⏕規則が改ṇさ

れ、有害業務に従事する⫋ᕤにおいてはẖ年ᑡな

くとも 2 回以上の健診を行うこととなった。これ

が⌧在の特定業務従事者健診のጞまりであり、そ

の対象業務は 30 ✀㢮存在していた。 
ᕤ場法は、ᕤ場労働について、ඣ❺・年ᑡ者やዪ

Ꮚの保ㆤを要内容としており、⫋ᕤ一般の保ㆤ

は、Ᏻ⾨⏕のための行ᨻ監╩ᶒ限・労⅏に関す

る事業のᢇຓ㈐௵・㈤金ᨭᡶいཎ則の一㒊・ᑵ

業規則作ᡂ義務などに限定しており、ᡓ後の労働

基準法が労働者般について 8 時間労働制・㐌ఇ

制・年ḟ有⤥ఇᬤ制・㈤金ᨭᡶいㅖཎ則・ఇ業ᡭ当

等々のᅜ際Ỉ準の労働基準をᶞ立したこと、年ᑡ

者・ዪᏊに関する保ㆤ内容も実させたことなど

に比すれば、初期の㐣Ώ的な労働保ㆤ法であった。

しかしながら、ᕤ場法は、それまではᅜᐙ的な規
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制がなかった雇用関係の内容につき、当時特に必

要と考えられた労働保ㆤを強行的な基準として法

定し、行ᨻ監╩の⤌み(ᕤ場監╩ᐁ制度)をᶞ立し

た᭱初の法律であり、ᅜᐙが労働者保ㆤࢩスࢸム

をጞめて制度化したことに㔜要なព義があった。 
  
3. ᡓ後から労働Ᏻ⾨⏕法制定までの、電離放射

線・化学物質管理に関わる法令について 
ᡓ後、᪥本ᅜ᠇法がබᕸされ、これにకい

22 年にはᡓ前のᕤ場法のὶれをỮࡴᙧで労働基

準法が制定された。労働Ᏻ⾨⏕法が制定される

 47 年までの⣙ 20 年వりは、労働基準法に基

づいた法令や通達としてᏳ⾨⏕管理体制の法ᩚ

ഛが行われた。以下、電離放射線および化学物質

それぞれに法令のኚ㑄をまとめた。 
 

3-1 電離放射線管理に関わる法令のኚ㑄 
 25 年より放射性物質の㍺入が㛤ጞされた。

この㍺入に対する行ᨻ的ᥐ置は、当時の⥲理ᗓにタ

置されていた⛉学ᢏ⾡行ᨻ༠㆟が担っており、放

射性物質による健康障害についても検ウがጞまっ

ている。 29 年には、「放射性物質による障害

予防່࿌」をⓎฟしている。当時の労働省はこの

༠㆟にཧຍし、関係労働者の放射線障害防Ṇを

目的として、 
ձ「労働基準法施行規則第 35 条第 4 号の取り扱

いについて」㸦 27 年 7 月 21 ᪥基Ⓨ 547 号㸧、 
②「有害放射線による障害の防Ṇについて」(

29 年 8 月 7 ᪥基Ⓨ第 461 号)、 
③「特殊健康診断指ᑟ指㔪について」( 31 年

5 月 18 ᪥基Ⓨ第 308 号) 
といった通達をⓎฟし対⟇の強化を行ってきた。 

 30 年には、他省ᗇが管㎄する法律として

「ཎᏊຊ基本法」が制定されている。当時の⛉学

ᢏ⾡ᗇが所管しており、これに基づき 32 年に

は「放射線同ඖ素等による放射線障害の防Ṇに

関する法律」(法律第 167 号)、所ㅝ「障防法」が制

定された。これにより、労働基準法においても、よ

り実した規制を定める必要性が⏕じてきた。ま

た、電離放射線の取り扱いは、㯪明期には医療ᶵ

関を中ᚰに行われていたが、ᡓ後のᢏ⾡㠉新にక

って金属〇㐀業、ƫ Ე〇㐀業、㐀⯪業がⓎᒎし、㹖

線や放射性同ඖ素(Ț線)を用いた㠀◚ቯ検査が

ᬑ及し、電離放射線に従事する労働者がቑຍして

いた。このため、障防法制定の同時期㡭より放射

線業務における⾨⏕管理方法の検ウが行われ、そ

の結果をもとに 34 年には労働基準法に基づ

く省令として「電離放射線障害防Ṇ規則(電離則)」
( 34 年 3 月 31 ᪥労働省令第 11 号)がබᕸさ

れ、同年 7 月 1 ᪥から施行された。 
 

3-2 化学物質管理に関わる法令のኚ㑄 
ᡃがᅜは、第二ḟୡ⏺ᡓ後、ᛴ㏿な経῭⯆

をᡂし㐙げたが、他方、経῭ᡂ㛗の㐣⛬で、බ害に

よる⏒な被害を経㦂してきた。 31 年(1956
年)にはỈಛᝈ者がබᘧに確認され、 36 年

(1961 年)にはᅄ᪥ᕷでࡐんそくᝈ者が多Ⓨし、

 39 年(1964 年)には新₲┴の㜿㈡㔝ᕝὶ域での

新₲Ỉಛが初ሗ࿌された。ᐩᒣ┴⚄通ᕝὶ域で

は、㖔ᒣからのỈに含まれる࣑ࢻ࢝ウムにより

がⓎ⏕している。これらはᕤ場ࢱࢱ

Ỉやばい↮に含まれた化学物質が㛗期間にわたり

体内に取り㎸まれたことで人に健康被害を⏕じさ

せたものである。また、 43 年(1968 年)には、

いわࡺる࣑ࢿ࢝Ἔ症事件をዎᶵとして、࣏リሷ化

ニࣝ(PCB)による環境ởᰁが㢧在化し、࢙ࣇࣅ

 50 年௦になると、ᕤ業化学ရとしてのᶵ能性、

Ᏻ性がともに高いとされてきたトリクࣟࣟエࢳ

ࣞンなどのⓎ性有ᶵ化合物によるᆅ下Ỉởᰁが

♫問㢟化した。このように、ᡓ後のᡃがᅜにお

いては多ᙬな化学物質の用やᢏ⾡㠉新の㐍ᒎな

どにより⫋場の環境や作業がきくኚ化したため、

これに対応した⾨⏕管理の体制づくりをめࡊして、

有害要ᅉごとの法令や通達が示された。 
᭱初に、 26 年(1951 年)にᅄエࣝࢳ㖄༴害

防Ṇ規則㸦⌧、ᅄࣝ࢟ࣝ㖄中毒予防規則: ᅄࣝ

㖄則㸧がබᕸされた。これは、GHQࣝ࢟ がわがᅜ

で▼Ἔ⢭〇事業を㛤する条件として制定するよ

う指示したものである。 35 年(1960 年)に有

ᶵ溶中毒予防規則(有ᶵ則)、 36 年(1961 年)
に高気ᅽ障害防Ṇ規則(⌧・高気ᅽ作業Ᏻ⾨⏕規

則)、 42 年(1967 年)に㖄中毒予防規則(㖄則)
が制定され、作業列挙方ᘧによる規制を規定した。

その後はỈ㖟・࣐ンガン・クࣟム等を規制する㔜

金属障害予防規則の制定も検ウされたが、これら

を取り扱う作業の実ែをᢕᥱすることが㞴しくな

った。そこでᅜは特にබ害Ⓨ⏕に関係の῝い化学

物質を〇㐀・用しているᅜの 13,665 の事業者

に立ち入り調査を実施し、その結果を㋃まえ

46年 (1971年)に多くの化学物質を物質ごと(化学

物質列挙方ᘧ)の規制としてまとめた「特定化学物

質等障害予防規則(⌧・特定化学物質障害予防規則:
特化則)」( 46 年 4 月 28 ᪥労働省令第 11 号)
を制定した。多くの有害要ᅉに関して、有害要ᅉ

ごとの通達や特別則とばれる省令によって作業

環境の測定、ᒁ所気置のタ置、労働⾨⏕保ㆤ

ලの用、特殊健診の実施が規定された。特化則

では、⫋場で用される化学物質による⫋業がん、

その他の㔜度の障害を予防するためにその〇㐀等

に係るタഛ、気・液等の用後ฎ理、₃ὤの防

Ṇ、適ṇな〇㐀・取り扱いのための管理、健診の実

施などについて規制している。また、特化則に関
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㐃する 3 つの࿌示、すなわち「ガス等の濃度の値

を定める件」( 46 年労働省࿌示第 27 号)、「健

康診断の対象となる者を指定する件」( 46 年

労働省࿌示第 28 号)、「特定化学物質等作業௵者

ㅮ⩦規⛬」( 46 年労働省࿌示第 29 号)も同時

に制定、බ示された。特化則および関㐃する 3 つ

の࿌示は同年5月1᪥より施行され、制定の⩣年、

 47 年に後述の労働Ᏻ⾨⏕法が施行された

ことにకって、同法に基づく労働省令となった。 
 
4. 労働Ᏻ⾨⏕法とその特別規則の制定 

ᡃがᅜでは、1950 年௦༙ば㡭から経῭Ⓨᒎとと

もに⫋場における有害作業の㢖度がቑຍし、1960
年௦になると高度経῭ᡂ㛗にకい、ᕤ場・事業所

からฟされる気や液中の有害物質によるබ

害、あるいは作業に従事する労働者の健康障害な

どがきな♫問㢟となった。そこで、当時のᪧ

労働省はᅜ規ᶍの立ち入り調査を実施し、その

結果を㋃まえ、༴㝤防Ṇ基準の確立及び㈐௵体制

の明確化等により労働者のᏳと健康を確保し、

有害業務に従事する労働者の⫋業がんやその他の

㔜度の障害を予防するために、 47 年に労働Ᏻ

⾨⏕法(Ᏻ⾨法)や労働Ᏻ⾨⏕規則(Ᏻ⾨則)、そ

の他の労働省令の制定を行った。 
労働者の健康障害防Ṇᥐ置については、Ᏻ⾨法

第 22 条に明記されている。 
 
 

第 22 条 事業者は、ḟの健康障害を防Ṇするため

ᥐ置をㅮじなければならない。 
一 ཎᮦ料、ガス、蒸気、粉じん、㓟素Ḟஈ空気、

ཎ体等による健康障害 
二 放射線、高 、低 、超㡢Ἴ、㦁㡢、ື、異

常気ᅽ当による健康障害 
三 ィჾ監視、⢭ᐦᕤ作等の作業による健康障害 
ᅄ 気、液又はṧさい物による健康障害 
また、Ᏻ⾨法 27 条には、「第二十条から第二十

条まで及び第二十条の二第一項の規定により事

業者がㅮずべきᥐ置及び前条の規定により労働者

が守らなければならない事項は、ཌ⏕労働省令で

定める。」とされている。このᏳ⾨法第 27 条を᰿

ᣐとして、電離放射線障害防Ṇを目的として制定

された電離則、及び化学物質障害防Ṇを目的とし

た有ᶵ溶中毒予防規則(有ᶵ則)・特定化学物質障

害予防規則㸦特化則㸧・㖄中毒予防規則(㖄則)・ᅄ

障⥥▼・(㖄則ࣝ࢟ࣝᅄ)㖄中毒予防規則ࣝ࢟ࣝ

害予防規則等(▼⥥則)はᏳ⾨法の特別規則として

⤌み㎸まれた。以㝆、♫情ໃのኚ化に合わせて

Ᏻ⾨法やその特別則等の法令は改訂が㒔度行われ

ている。 
 
4-1 電離放射線管理に関わる法令のኚ㑄 

電離放射線については、電離則を中ᚰに改ṇが

行われており、な内容は概ねᅜ際放射線防ㆤጤ

ဨ(ICRP)等のᅜ際່࿌に基づいたኚ᭦となって

いる。改ṇ内容を表 1 にまとめた。

 

 

表 1 電離放射線管理に関㐃する法令の改訂(に電離則) 

改ṇ᪥ 省令 な内容 
 38年
12月 28᪥ 

労働省令 
第 21号 

ICRP່࿌ Publ.6に基づく改訂。 

 50年
3月 29᪥ 

労働省令 
第 12号 

「電離放射線障害防Ṇ対⟇要⥘」の⟇定 
㏱㐣写┿影用ガン࣐線↷射置に関する項目の㏣ຍ 

 50年
6月 26᪥ 

労働省࿌示 
第 51・52号 

エックス線置等ᵓ㐀規᱁、ガン࣐線↷射置ᵓ㐀規᱁の制定 

 51年
7月 9᪥ 

労働省࿌示 
第 75・76号 

作業௵者චチ規⛬の制定 

 52年
8月 31᪥ 

労働省令 
第 25号 

新しい᰾✀(⣙ 30✀㢮)の㏣ຍにకう改訂 

 63年
10月 1᪥ 

労働省令 
第 32号 

ICRP1977年່࿌ Publ.26のᅜ内法令への取入れのための改ṇ 

ᖹᡂ 11年
11月 30᪥ 

労働省令 
第 46号 

ຍᕤ施タ等において᰾⇞料等を取り扱う作業などの適ṇを期するための
改ṇ 

ᖹᡂ 13年
3月 27᪥ 

労働省令 
第 42号 

ICRP1990年່࿌へのᅜ内法令への取入れのための改ṇ 

ᖹᡂ 17年
6月 1᪥ 

ཌ⏕労働省
令第 98 号 

「電離放射線に対する防ㆤ及び放射線※のᏳのためのᅜ際基本Ᏻ基
準(BSS)」のᅜ際ච除ࣞベࣝのᅜ内法令への取入れのための改ṇ 

令 2年 
4月 1᪥ 

ཌ⏕労働省
令第 82 号 

ᖹᡂ 23 年の ICRP່࿌「⤌⧊応に関するኌ明」に基づく、「眼のỈᬗ
体にかかる放射線防ㆤの在り方について(ពぢල⏦)」への対応のための
改ṇ 
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 34 年に ICRP は放射線障害の防Ṇに関し

て່࿌を行った㸦Publ. 6㸧。この່࿌では、従᮶の

່࿌では▷期間の被ばくチ容量をもとにした規制

を行っていたのに対し、㛗期間にわたるチ容線量

によるࢥント࣮ࣟࣝとし、電離放射線業務従事者

の個人の健康管理強化をᅗっている。この່࿌を

受けて、 38 年に電離則の改ṇ規則がබᕸ施行

された。ල体的には、ձ従᮶の管理区域、㆙ᡄ区域

のタ定をᗫṆして管理区域のみの規制とし、放射

線防ㆤについて必要な基準をᩚഛ、②放射線業務

従事者の㞟✚線量についてチ容値をタ定(年ᖹᆒ 5
ࣞムかつ 3 月間上限 3 ࣞム)、③被ばく線量の測定

結果についての記㘓及び関係労働者への࿘▱義務

の規定、մエックス線置等放射線置のタ置に

関する規定、յ放射性物質取り扱い作業室等の空

気中放射性物質濃度測定及び表㠃ởᰁの測定に関

する規定、ն健康診断の検査内容のᩚഛ、定期健

康診断の回数を年 4 回から 6 月以内にኚ᭦、շᕤ

業用エックス線置の用に際し、管理区域ごと

にエックス線作業௵者の㑅௵義務化、について

改訂されている。 
 48 年㡭には、㐀⯪業などで㠀◚ቯ検査を

行うために用いられていたȚ線㏱㐣写┿を影す

る作業に従事した労働者の中に、適切な管理に

より被ばくし健康障害を㉳こしたものが多数いる

ことが明らかとなりきな♫問㢟となった。そ

こで、労働省は「電離放射線障害防Ṇ対⟇要⥘」

( 48 年 3 月 12 ᪥基Ⓨ 121 号)を定め、関係業

⏺に対⟇の強化を指示している。 
1977年 ICRP່࿌Publ. 26に基づく改訂では、

ձ放射能の量、線量当量などに関する༢をᅜ際

༢⣔(SI)にኚ᭦、②管理区域タ定の要否を、外㒊

放射線による実行線量等量と空気中の放射性物質

による実ຠ線量等量の合ィとした、③管理区域に

立ち入る労働者区分を「放射線業務従事者」「管理

区域に一時的に立ち入る労働者」の 2 区分とした、

մ放射線業務従事者の被ばく限度に、実行線量当

量と⤌⧊線量当量をᑟ入しそれぞれの年限度をタ

定、㞟✚線量規制はᗫṆ、等の内容が㏣ຍされた。 
ICRP1990 年່࿌を受けた改ṇでは、ձ線量等

量を線量に、実ຠ線量等量を実ຠ線量に、用ㄒの

ኚ᭦②管理区域を実ຠ線量が 3 か月につき 1.3 
mSv を超えるおそれのある区域とした、③放射線

業務従事者の受ける実ຠ線量を 5 年につき 100 
mSv かつ 1 年間につき 50 mSv 以内とした、մ⥭

ᛴ作業に従事する間に受ける線量について、眼の

Ỉᬗ体が受ける等౯線量を 300 mSv 以内及び皮

膚に受ける等౯線量を 1 mSv 以内とした、յ被ば

く線量及び健診結果の記㘓保存年限を 30 年とし

た、ն放射線業務に常時従事する労働者に対する

健診を一律 6 月以内に 1 回とし、被ばく線量が 1
年間で 5 mSvを超えることのない労働者について

は、定期の健診において、ཎ則として血液や眼及

び皮膚の検査は省略できる、等の健診に関わる項

目がኚ᭦されている。 
ᖹᡂ 23 年には、ICRP が「⤌⧊応に関するኌ

明」をⓎ表し、眼のỈᬗ体の等౯線量限度をᘬき

下げるように່࿌した。これを受けて、令 2 年

に「眼のỈᬗ体に係る放射線防ㆤの在り方につい

て(ពぢල⏦)への対応のための改ṇ(令 2 年 4 月

1 ᪥ཌ⏕労働省令第 82 号)が行われた。 
 
4-2 化学物質管理に関わる法令のኚ㑄 

化学物質については、特化則を中ᚰに改訂が行

われており、な内容としては新規対象物質の㏣

ຍ、あるいは分㢮のኚ᭦となっている。な改訂

の要点を表 2 にまとめた。㏆年では、新規物質を

新たに㏣ຍするため、法改ṇの間㝸が▷くなって

いることがわかる。⌧在、上ᕷされている化学物

質は⣙ 7 ✀㢮ほどであり、さらに新規の化学物

質は年々ቑຍしている。㏆年の労働⅏害ࢱ࣮ࢹで

は、ᮍ規制化学物質による健康障害が 8 を༨め

るようになり、また㔜⠜な⫋業ばく露事例(▼⥥ば

く露労働者の⫵がん・ᝏ性中皮⭘、༳刷ᕤの⫹管

がん、ᰁ料〇㐀労働者の⭤⬔がん等)もⓎ⏕してい

る。 
これらの⅏害事例などから、あらためて労働者

への取扱い物質の༴㝤性・有害性の࿘▱及びリス

クࢭス࣓ントに基づいた対⟇の㔜要性がᾋき᙮

りになった。これを受け、令 3 年 7 月にはᅜの

ᑂ㆟である「⫋場における化学物質等の管理の

あり方に関する検ウ」において、「化学物質の自

律的な管理」を念頭に置いた新しい化学物質の管

理体制をᑟ入することの必要性が示され、そのሗ

࿌に基づき新たなᨻ省令が令 4 年 2 月および 5
月にබᕸされた。労働者の曝露防Ṇ対⟇等を定め

た化学物質規制体⣔が、化学物質ごとの個別ල体

的な法令による規制から、以下をཎ則とするリス

クベ࣮スの⤌み(自律的な管理)にኚわることに

なる。その要な項目としてձ化学物質の༴㝤性・

有害性に関する情ሗのఏ達強化、②事業者はձの

情ሗに基づいてリスクࢭス࣓ントを行い、ばく

露防Ṇ対⟇を自ら㑅ᢥして実行する、③「化学物

質管理者」「保ㆤල╔用管理㈐௵者」の㑅௵義務化、

մ自律管理が適切に実施されていることを労等

でࣔニࢱリンࢢするために、(Ᏻ)⾨⏕ጤဨでの

調査ᑂ㆟が必要となることなどが定められている。 
この改ṇはᡓ後の化学物質管理の在り方をき

くኚえる施⟇である。自律管理を適切に行うこと

により、ձ化学物質管理のỈ準が一定以上である

と所㎄㒔㐨ᗓ┴労働ᒁ㛗が認定した事業場につい
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表 2 化学物質管理に関㐃する法令の改訂(に特化則) 

改ṇ᪥ 省令 な内容 

 63年

9月 1᪥ 

労働省令 

第 26号 

第 1㢮物質および第 2㢮物質のうち一定のものに作業環境測定を行

い、結果の保管を義務けた。 

ᖹᡂ 7年 

1月 26᪥ 

労働省令 

第 3号 

作業環境測定を行わなければならない特定化学物質として 9物質(ሷ

素化࢙ࣇࣅニࣝ、エࣞࢳン࣑ン、ሷ化ࣅニࣝ、࣮ࣝࢱ࣮ࣝࢥ、

3,3͛-ジクࣟࣟ-4,4͛-ジࣀ࣑ジ࢙ࣇニ࣓ࣝࢱン:MOCA、トリࣞンジ

、ラクトン࢜ࣆࣟࣉ-ࢱニࣝ、ベ࣮࣎ࣝ࢝ࣝࢣト、ニッ࣮ࢿࢩࢯ

◲㓟ジ࣓ࣝࢳ)を㏣ຍ。 

このうちエࣞࢳン࣑ン等特別管理物質 6物質について、作業環境測

定結果を 30年保存とした。 

ᖹᡂ 13年

4月 27᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 122 号 

第 2㢮物質にエࣞࢳンࢻࢩ࢟࢜を㏣ຍ。 

ᖹᡂ 16年

10月 1᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 147 号 

第 2㢮物質に三㓟化◉素を㏣ຍ。 

ᖹᡂ 19年

12月 28᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 155 号 

第 2㢮物質にࣝ࣍ムࢻࣄࢹࣝを㏣ຍし、特別管理物質とした。 

ᖹᡂ 20年

11月 12᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 158 号 

第 2㢮物質にニッࣝࢣ化合物、◉素およびその化合物を㏣ຍし、特別

管理物質とした。 

ᖹᡂ 23年

1月 14᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 5号 

第 2㢮物質に㓟化ࣞࣆࣟࣉン、1,1-ジ࣓ࢻࣄࣝࢳラジンを㏣ຍ。特別

管理物質とした。 

ᖹᡂ 24年

10月 1᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 143 号 

第 2㢮物質にンジウム化合物、ࣝࣂࢥト及びその無ᶵ化合物、エࢳ

ࣝベンゼンを㏣ຍ。いずれも特別管理物質とした。 

ᖹᡂ 25年

3月 5᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 21 号 

ジニトリࣝを作業環境測定の結果のホ౯等の対象に㏣ࣟࢱࣇ-トࣝ࢜

ຍ。 

ᖹᡂ 25年

8月 13᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 96 号 

第 2㢮物質に 1,2-ジクࣟࣟࣃࣟࣉンを㏣ຍ。特別管理物質とした。 

ᖹᡂ 26年

8月 25᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 101 号 

第 2㢮物質にジ࣓2,2-ࣝࢳ-ジクࣟࣟࣅニࣝ࣍ス࢙ࣇト(DDVP)を㏣

ຍし特別管理物質とした。クࣟࣟࣝ࣍ム、ᅄሷ化Ⅳ素、1,4-ジࢧ࢟࢜

ン、1,2-ジクࣟࣟエࢱン、ジク࣓ࣟࣟࢱン、スࣞࢳン、1,1,2,2-ࢸト

ラクࣟࣟエࢱン、ࢸトラクࣟࣟエࣞࢳン、トリクࣟࣟエࣞࢳン、࣓ࢳ

トンを有ᶵ則の対象物質から特化則対象の特定化学物ࢣࣝࢳࣈࢯࣝ

質へ⛣行し、第 2㢮物質に㏣ຍし特別有ᶵ溶等に分㢮した。 

ᖹᡂ 27年

9月 17᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 141 号 

第 2㢮物質にࣞࢱࣇࢼン、リࣇラクトリ࣮ࢭラ࣑ック࣮ࣂࣇ

(RCF)を㏣ຍした。いずれも特別管理物質とした。 

ᖹᡂ 28年

11月 30᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 172 号 

第 2㢮物質にࣝ࢜ト-トࣝジンを㏣ຍし、特別管理物質とした。 

ᖹᡂ 29年

2月 16᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 8号 

3,3͛-ジクࣟࣟ-4,4͛-ジࣀ࣑ジ࢙ࣇニ࣓ࣝࢱン(MOCA)に係る特殊

健診の項目に、⭤⬔がん等のᒀ㊰⣔⭘⒆を予防・᪩期Ⓨぢするための

項目を㏣ຍした。 

ᖹᡂ 29年

4月 27᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 60 号 

第 2㢮物質に三㓟化二ンࣔࢳンを㏣ຍし、特別管理物質とした。 

令 2年 

4月 22᪥ 

ཌ⏕労働省

令第 89 号 

第 2㢮物質に、「溶᥋࣮ࣗࣄム」を㏣ຍし、「࣐ンガン及びその化合

物(ሷ基性㓟化࣐ンガンを除く。)」の「(ሷ基性㓟化࣐ンガンを除

く。)」を๐除した。 

 
ては、当該認定に係る特別規則について個別規制

の適用を除外し、事業者によるリスクࢭス࣓ン

トに基づく管理にጤねることができる。②有ᶵ溶

、特定化学物質(特別管理物質等を除く)、㖄、ᅄ

、㖄に関する特殊健診の実施㢖度についてࣝ࢟ࣝ

作業環境管理やばく露防Ṇ対⟇等が適切に実施さ
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れている場合など、事業者はそのリスクに応じて、

当該健診の実施㢖度(通常は 6 か月以内ごとに 1
回)を 1 年以内ごとに 1 回に⦆できるようにな

る、ことを内容に┒り㎸んでいる。さらには「特化

則、有ᶵ則で規制されている物質(123 物質)の管理

は、5 年後を目㏵に自律的な管理に⛣行できる環

境をᩚえた上で、個別ල体的な規制(特化則、有ᶵ

則等)はᗫṆすることを定している」ことも示さ

れている。 
 
5 法に定められた管理体制：健康管理の観点から 
 
5-1 特殊健診 

一般に、⫋場に存在する労働者の健康障害要ᅉ

は数✀㢮に分㢮されており、このうち化学的健康

障害要ᅉとして有ᶵ溶、㔜金属、粉じん、㎰⸆な

ど、物理学的健康障害要ᅉとして㦁㡢、ື、ᬬ

⇕、ᐮ෭、電離放射線などが挙げられる。これらの

要ᅉが特殊健診の対象となっている。 
特殊健診は、作業に㉳ᅉする健康影響を診断す

るための健診である。一般健診と異なる࣏ント

とは、通常の⏕άࡔけでは存在しない健康異常を

対象にするとこࢁである。特殊健診の目的とは、

ձ⫋業性を᪩期Ⓨぢして᪩期療に結びけ

ること、②有害要ᅉへの曝露⛬度をホ౯し、健康

障害リスクを低減させるために作業環境や作業方

法の改ၿに⏕かすこと、③個別の労働者について、

ᑵ業場所のኚ᭦、作業の㌿換、労働時間等の▷⦰

をㅮずること、である。 
 29 年(1954 年)には労働基準法が改ṇされ、

強㓟の蒸気等がⓎᩓする業務に従事する労働者に

対して㸪労働⾨⏕の分㔝で初めてṑ⛉医師による

健診が規定された。特殊健診としての体⣔は、「労

働基準規則第 18 条、ዪᏊ年ᑡ者労働基準規則第

13 条及び労働Ᏻ⾨⏕規則第 48 条の⾨⏕上有害

な業務の取扱い基準について( 23 年 8 月 12
᪥け基Ⓨ第 1178 号)」(後述の 1178 通達)の 8 年

後、 31 年(1956 年)に、要な 23 業務につい

て「特殊健康診断指ᑟ指㔪」( 31 年基Ⓨ第 308
号)が有害要ᅉごとに特別な項目について自的

実施することを指ᑟ່ዡするという⤌みを示し

たことによってᙧ作られた。 38 年(1963 年)
には「健康診断結果に基づく健康管理指㔪」(

38 年基Ⓨ第 939 号)がその事後ᥐ置(健康管理区分

表等)の⤌みを示し、⌧在の特殊健診の体⣔がᵓ

⠏された。以㝆、 36 年に有ᶵ溶中毒予防規

則、 42 年に㖄中毒予防規則、 46 年に特

定化学物質等障害予防規則(⌧・特定化学物質障害

予防規則: 特化則)などがḟ々と制定された。 
⫋場における有害業務への曝露実ែは、▷時間

に一時的に曝露するもの、㛗期間にᑡ量曝露する

もの、比較的多量の曝露を断⥆的に⧞り㏉すもの

など、様々なものが存在する。これらにより⏕じ

る健康影響は、曝露┤後に㉳こるᛴ性影響と、

または㛗期間曝露による៏性影響、そして曝露

期間に関わらず曝露⤊後の一定期間後に健康障

害がⓎ⏕するᬌⓎ性障害がある。ᛴ性影響は曝露

量と影響ฟ⌧の関係や、影響ฟ⌧の㜈値が明らか

となっている場合が多いため、対⟇はに作業環

境管理や作業管理の㡿域で行われる。従って、特

殊健診のな対象とされるのは៏性影響およびᬌ

Ⓨ性影響となる。特殊健診を行うにあたっては、

対象者の㑅定、健診項目のỴ定、健診実施のࢱ

等をỴ定する際に、曝露の実ែと、それにࢢン࣑

関係する健康影響について十分に考៖する必要が

ある。 
特殊健診は表 3 に示す法律およびその他省令で

義務けられたもの(労働Ᏻ⾨⏕法第 66 条 2 項

および 3 項、じん⫵法)と行ᨻ通達(指ᑟ່ዡ)によ

るもの、また法的には規制されていないものの⏘

業医がその有害物質や有害作業からの健康管理が

必要と判断した場合に行う自的な特殊健診(法
定外)がある。健診の実施時期については、雇入れ

時または配置換え時、および定期(通常は 6 か月ẖ

に 1 回)に実施することが基本である。また、特殊

健診の結果の保存については、有害要ᅉによって

その期間が異なることも特ᚩである。電離放射線

は電離則により 30 年間の保存が規定されている。

化学物質等については、特定化学物質のうち特定

管理物質は特化則に基づき 30 年間保存、▼⥥は▼

⥥則に基づき 40 年間、粉じんはじん⫵法に基づき

7 年間、それ以外のものは 5 年間と定められてい

る。 
 

以下、特殊健診の内容については、電離放射線お

よび化学物質に分けてそれぞれ述べる。 
 
5-1-1 電離放射線 

電離放射線業務に従事する労働者については、

電離則第 56 条 1 項の規定で、「放射線業務に常時

従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、

雇入れ又は放射線業務に配置替えの際及びその後

6 月以内ごとに 1 回、定期に、医師による健診を

実施しなければならない」とされている。 
健診を担当する医師は、電離則第 56 条第一項第

一号に掲げられている「被ばく歴の有無の調査及

びそのホ౯」を行う。これは、作業場所・作業内

容・作業期間・放射線障害の有無・自覚症状の有無

等の項目を問診でᢕᥱすることである。この際に、

事業者は電離則第 56 条第項の規定により、健診

対象労働者ဨについて前回の健診実施後に受け

た線量を医師に示さなければならない。ḟに、電 
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表 3 法令に定められた特殊健診 

 特殊健診の✀㢮 対象業務等 健診実施時期・健診項目等の条ᩥ 
じ
ん
⫵
法 

じん⫵ 
健診 

じん⫵則別表に掲げる粉じん作業従事者等 
(じん⫵則第 2条、同則別表) 

じん⫵法第 3条 
じん⫵法第 8条㹼第 9 条の㸰 

労
働
Ᏻ

⾨
⏕
法 
 

高気ᅽ業務 
健診 

高ᅽ室内業務または₯Ỉ業務 
(Ᏻ⾨法施行令第 22条第 1項第 1号) 

高気ᅽ作業Ᏻ⾨⏕規則第 38 条 

電離放射線 
健診 

エックス線、その他電離放射線にさらされる業務 
(Ᏻ⾨法施行令第 22条第 1項第 2号) 

電離放射線障害防Ṇ規則第 56 条 

除ᰁ電離放射線
健診 

除ᰁ等業務に常時従事する除ᰁ等業務従事者 ᮾ᪥本㟈⅏により⏕じた放射性
物質にởᰁされた土ተ等を除ᰁす
るための業務等に係る電離放射線
障害防Ṇ規則第 20 条 

㖄健診 㖄等を取り扱う業務(Ᏻ⾨法施行令第 22条第 1項
第 4号) 

㖄中毒予防規則第 53条 

ᅄࣝ࢟ࣝ㖄 
健診 

ᅄࣝ࢟ࣝ㖄の〇㐀、ΰ入、取り扱いの業務 
(Ᏻ⾨法施行令第 22条第 1項第 5号) 

ᅄࣝ࢟ࣝ㖄中毒予防規則第 22 条 

有ᶵ溶 
健診 

ᒇ内作業場(第 3✀有ᶵ溶は、ࢱンク等の内㒊
に限る)における有ᶵ溶業務 
(Ᏻ⾨法施行令第 22条第 1項第 6号) 

有ᶵ溶中毒予防規則第 29 条 

特定化学物質 
健診 

1. Ᏻ⾨法施行令別表第 3号第 1号(第一㢮物質)も
しくは第 2 号(第二㢮物質)に掲げる物を〇㐀し、
もしくは取り扱う業務(たࡔし、エࣞࢳンࢩ࢟࢜
の〇㐀取り扱いの業務は除ࢻࣄࢹࣝムࣝ࣍、ࢻ
く。また、࣮࢜ラ࣑ンまたは࣐ゼンࢱ等についてᏳ
⾨法施行令第 22条第 1項で除かれる業務あり。 
2. Ᏻ⾨法施行令第 22 条第 2 項に掲げる物を㐣ཤ
に〇㐀し、または取り扱っていたことのある労働
者で⌧に用しているもの 

特定化学物質障害予防規則第 39 条 
同則別表第 3、第 4 

▼⥥健診 ▼⥥障害予防規則による▼⥥〇㐀・取り扱い業務 ▼⥥障害予防規則第 40㹼43 条 

ṑ⛉医師による 
健診 

Ᏻ⾨法施行令第 22 条第 3 項に掲げる業務(ሷ㓟、
◪㓟、◲㓟、ள◲㓟、ᘮ化Ỉ素、㯤りんその他ṑ又
はそのᨭ持⤌⧊に有害な物のガス、蒸気又は粉じ
んをⓎᩓする場所における業務) 

労働Ᏻ⾨⏕規則第 48条 

健康管理ᡭᖒに
よる健診 

特定の業務従事者の㏥⫋後の健診 労働Ᏻ⾨⏕法第 67条 

 
 

離則第 56 条第二項・第三項・第ᅄ項に規定される、

健診項目の省略の可否については、健診対象者そ

れぞれに⥲合的に判断する必要がある。 
また、電離則においては、受ける実ຠ線量による

検査の省略という項目がある。これは、ᖹᡂ 13 年

3 月 27 ᪥改ṇの電離則で示されたもので、1 年間

に受ける実ຠ線量に応じて以下の通りとされた。 
ձ健康診断᪥の属する年の前年 1 年間に受ける実

ຠ線量が 5 mSvを超えるおそれがない放射線業務

従事者については、医学的検査はཎ則要であり、

被ばく歴の有無の調査の結果、医師が必要と認め

たときに、その検査を実施すれば㊊りるものであ

ること。 
②上記ձ以外の者については、医学的検査はཎ則

実施する必要があり、被ばく歴の有無の調査の結

果、医師が必要でないと認めたとき、その検査を

省略できること。 
このことは、放射線業務が他の有害業務と異な

り、放射線業務従事者個人の被ばく線量の個人測

定を行うことができ、被ばく線量の値に対応した

人体への影響がほぼ特定されていることから定め

られている項目であるとゝえる。 
 
5-1-2 化学物質 

化学物質については多くの✀㢮があることから、

ᅄࣝ࢟ࣝ㖄則・㖄則・有ᶵ則・特化則・▼⥥則・

Ᏻ⾨則といった法令により対象物質ごとに検査項

目が定められている。対象物質によってはᬌⓎ性

影響を考៖し、㛗期間健診を行う必要があるもの

もある。ᬌⓎ性影響がある化学物質等については、

業務を離れた後でも障害が㐍ᒎするか、あるいは

新たな健康影響が⌧れることを考៖し、㛗期にΏ

り健診を実施する必要がある。これは「⌧在当該

作業に従事していないとしても、㐣ཤにその作業

に従事した経歴がある場合、㏥⫋までは指定され

た項目について定期に特殊健康診断を⥆けなくて

はならない」と規定されており、ձ特別管理物質
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(エࣞࢳンࢻࢩ࢟࢜およびࣝ࣍ムࢻࣄࢹࣝを除

く)、②〇㐀⚗Ṇ物質のうち、ベンジジンおよびそ

のሷ・ࣅス(ク࣓ࣟࣟࣝࢳ)エ࣮ࣝࢸ・ベ࣮ࣇࢼ-ࢱ

ンおよびそのሷ・▼⥥等の〇㐀ⱝしくは࣑ࣝࢳ

取り扱いにకい▼⥥の粉ሻをⓎᩓする場所におけ

る業務、③じん⫵健診にて管理 2 / 管理 3 管 / 
理 3 ࣟと判定された者、が対象となる。 
また、これに㝶して、健康管理ᡭᖒのと

いう制度が存在する。本᮶、化学物質による健康

障害を防Ṇする㈐務は事業者にあるものの、Ⓨが

んなどのᬌⓎ性影響は離⫋後にⓎ⏕する可能性が

あることから、事業者による㈐௵において健康管

理を行うには限⏺がある。そこで、ᬌⓎ性影響が

ᠱ念される業務に従事した労働者に対して離⫋後

の健康管理を目的としてされるᡭᖒが健康管

理ᡭᖒである。健康管理ᡭᖒによる健診は、労働

Ᏻ⾨⏕法第 67 条に基づき実施される。 
 
5-2 特定業務従事者健診 

特定業務従事者の健診については、Ᏻ⾨則第 44
条(定期健康診断)および第 45 条(特定業務従事者

の健康診断)に規定されている(資料 1)。第 45 条に

は、「事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業

務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配

置替えの際及びභ月以内ごとに一回、定期に、第

ᅄ十ᅄ条第一項ྛ号に掲げる項目について医師に

よる健康診断を行わなければならない。この場合

において、同項第ᅄ号の項目については、一年以

内ごとに一回、定期に、行えば㊊りるものとする」

とある。第ᅄ号の項目とは⬚㒊エックス線および

ၻ⑱検査のことである。 
特定業務従事者健診の対象業務は、Ᏻ⾨則第 13

条第 1 項第 2 号に定められている 13 の業務であ

る(資料 2)。対象業務は、ᬬ⇕業務、ᐮ෭業務、粉

じん業務、異常気ᅽ下業務、ື業務、㔜量物取扱

い業務、㦁㡢業務、ᆙ内業務、̔̀ ኪ業務、有害物取

扱い業務、有害ガス等取扱い業務、ཎ体取扱い

業務、放射線業務と多ᒱにΏるが、特定業務従事

者健診の項目は、業務内容に関わらず一般定期健

診と同じである。 
 22 年(1947 年)にබᕸされた労働基準法の

第 52 条に、雇入時健診と定期健診が規定された。

健診はᕤ場法時௦の省令から法律に᱁上げされ、

健診の対象者についても、ᕤ場の⫋ᕤのみから

ての業✀の労働者へとᣑされた。また、ẖ年 2
回以上定期的に健診を行わなければならない業務

についてはぢ┤しが行われ、ᪧ労働Ᏻ⾨⏕規則

第 48 条に規定された。これは、⌧在の特定業務従

事者健診対象となる 13 の業務(Ᏻ⾨則第 13 条第

一項第二号に規定)と同じであり、⌧在までኚ᭦さ

れていない。 

ẖ年 2 回以上健診を実施しなければならない⾨

⏕上有害な業務は定められたものの、ྛ業務にお

いて健診を実施する対象を㑅定するためのල体的

基準は示されていなかった。そのため、 23 年

に「労働基準規則第 18 条、ዪᏊ年ᑡ者労働基準規

則第 13 条及び労働Ᏻ⾨⏕規則第 48 条の⾨⏕上

有害な業務の取扱い基準について( 23 年 8 月

12 ᪥け基Ⓨ第 1178 号)」(以下、1178 通達㸧が

Ⓨฟされ、基準がබ㛤された㸦資料 3㸧。 
1178 通達で示された基準は、労働⾨⏕を᥎㐍す

るうえでᐈ観性を有する⛉学的基準をタ定するこ

ととして、ᕪし当たり特別な⾨⏕管理が必要とな

る有害物を列挙し、当㠃ጇ当と考えられる基準値、

いわࡺるᜑ限度をタけていた。ᜑ限度を超える場

合は、事業者が有害業務として必要なᥐ置を行わ

なければならないとされた。しかし、その基準値

の定義は、ᑓ㛛ᐙの間でも確定しておらず、さら

に当時は、1178 通達で示されている作業環境基準

の適合の有無を判断するため作業環境測定ᢏ⾡が

確立していなかったという事情もあった。᭱⤊的

に、13 年後となる 1961 年㸦 36 年㸧に、᪥本

⏘業⾨⏕学は「ᜑ限度」という表⌧を「チ容濃

度」という表⌧に置き換え、17 の物質について່

࿌した。以後、対象業務の基準に関しては、1178
通達の後に、 25 年基Ⓨ 1456 号、 42 年

ᏳⓎ第 23 号、ᖹᡂ 3 年 6 月 26 ᪥事務㐃⤡、ᖹᡂ

4 年基Ⓨ第 480 号なども通達されたが、その内容

はきくኚわっていない。 
 
5-3 放射性同ඖ素等の規制に関する法律による

健診 
放射性同ඖ素等の規制に関する法律 (RI 法) 

はཎᏊຊ規制ጤဨ所管の法律である。ཎᏊຊ規

制ጤဨは、ཎᏊຊ用におけるᏳ確保をᅗる

ため必要な施⟇を⟇定・実施する環境省の外ᒁで

あり、電離放射線・放射性同ඖ素(U、Pu、Th を

除く)・放射線Ⓨ⏕置を規制する監╩省ᗇである。 
RI 法に基づく健康管理については、第 23 条に

「チ可ᒆฟ用者及びチ可ᗫᲠ業者は、ཎᏊຊ規

制ጤဨ規則で定めるとこࢁにより、用施タ、

ᗫᲠ物ワ替施タ、㈓ⶶ施タ、ᗫᲠ物㈓ⶶ施タ又は

ᗫᲠ施タに立ち入る者に対し、健診を行わなけれ

ばならない。㸰. チ可ᒆฟ用者及びチ可ᗫᲠ業

者は、前項の健診の結果について記㘓の作ᡂ、保

存その他のཎᏊຊ規制ጤဨ規則で定めるᥐ置を

ㅮじなければならない。」と定められている。また、

そのヲ⣽については放射性同ඖ素等による放射

線障害の防Ṇに関する法律施行規則 (RI 則) の第

22 条および第 23 条に定められている (資料 4)。 
RI 法に基づく健診の実施は、ձ放射線業務従事

者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く)に対し
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て、初めて管理区域に立ち入る前。②管理区域に

立ち入った後については、(前回の受診から) 1 年

を超えない期間ごと。③被ばくした恐れがあると

きなど。となっている。また、血液、皮膚、および

眼の検査・健診については医師が必要と認める場

合にのみ実施することとなっている。なお、電離

則に基づく特殊健診と異なり、RI 法に基づく健診

結果の保存年数には期限がない。 
 
5-4 他の健診との同時実施 

通常、特殊健診を実施する場合、受診者の負担

を減らすために一般健診やその他の特殊健診、特

定業務従事者健診等と併せて実施することが多い。

その場合には、共通の項目については結果を共有

することとなるが、診察や判定の際にはどの健診

の項目に該当するのかがわかりづらく、それぞれ

の健診の内容を十分に理解し確認して行う必要が

ある。化学物質と電離放射線では、他の健診との

関係性については事情が異なる。 
まず、化学物質管理における特定業務従事者健

診の対象者と特殊健診の対象者の範囲について

は、ベンゼンを例にして説明する。ベンゼンを取

り扱う作業について、特定業務従事者に該当する

作業は、1178 通達内(資料 3)において「作業場の

空気が列挙の物質のガス、蒸気又は粉じんを下記

の限度以上含有する場所である。(中略)ベンゼン

100ppm」とされている。すなわち、これよりも低い

濃度の作業環境における作業は特定業務には該当

しない。一方、特化則による特殊健診の対象につ

いては、特化則第 39 条別表第三の上欄に掲げる業

務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置換

えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間(ベン

ゼンの場合は 6か月)以内ごとに１回、定期に、同

表の下欄に掲げる項目について医師による健康診

断を行わなければならない」とされる。すなわち、

当該業務に常時作業するものが対象となり、ここ

には作業環境に関する定義は存在せず、他の化学

物質についても概ね同様である。このことから、

法令遵守の観点からは、作業環境管理が適切に行

われている作業場でベンゼンを取り扱う作業に従

事する場合、特定業務従事者健診は必要ないが、

特殊健診は必要であるということになる。 

一方、電離放射線については、1178通達内にお

いて「ラジウム放射線、エックス線その他の有害

放射線にさらされる業務：「その他の有害放射線」

とは、紫外線、可視光線、赤外線等であり強烈なも

の、及びラジウム以外の放射性物質、例えば、ウラ

ニウム、トリニウム等によりの放射線をいう。従

って本号にあたる業務は、ラジウム放射線、エッ

クス線、紫外線等を用いる医療、検査の業務、可視

光線を用いる映写室内の業務、金属土木溶解炉内

の監視業務等である。」と記載されており、明確な

作業環境基準が定義されていない。一方電離則に

おいては前述の通り、電離則第 56 条第一項の規定

で、「放射線業務に常時従事する労働者で管理区域

に立ち入るものに対し、雇入れ又は放射線業務に

配置替えの際及びその後 6 月以内ごとに 1 回、定

期に、医師による健康診断を実施しなければなら

ない」とされている。一方、RI 則に基づく健診は

第 22 条第一項「放射線業務従事者(一時エックス

区域に立ち入る者を除く) に対し、初めて管理区

域に立ち入る前に行うこと。」第二項「前号の放射

エックス事者については、管理区域に立ち入った

後は一年を超えない期間ごとに行うこと。」と定義

されている。電離放射線については、化学物質と

異なり、電離則においてのみ個人被ばく線量によ

り数値による指標が定められているため項目の省

略が可能であるが、特定業務従事者健診や RI 則に

基づく健診については明確な作業環境の指標や個

人被ばく線量の数値が示されておらず健診の対象

があいまいであるため、法令遵守の観点からは、

電離放射線に曝露される可能性のある労働者に対

して、すべての健診を行うことになると考えられ

る。 
 

D.考察 

電離放射線や化学物質を取り扱う作業に従事

する労働者の健康障害予防を目的とした、様々な

法令について調査を行った。法令が制定された経

緯やその後の改訂履歴をみると、電離放射線の人

体への影響や化学物質の毒性による健康障害が明

らかになる度に法令の刷新や改訂が行われている

ことが明らかとなった。 

電離放射線業務従事者については、化学物質等

の他の有害業務と異なり、個人の被ばく線量測定

により管理がなされており、さらには被ばく線量

の値に対応した人体への影響がほぼ特定されてい

るため、法的にも健診の医学的検査の必要性の要

否について明確な指標が示されている。被ばく線

量が低い電離放射線業務従事者に対しては、健診

における医学的検査の必要性は減じられるべきで

あり、被ばく歴の有無の調査の結果から当該被ば

く線量の値に疑問を持つべき明らかな要素がある

か、電離放射線の影響と思われる自他覚症状が有

る場合に医学的検査が必要であると判断される。

一方、被ばく線量の値が比較的高い電離放射線業

務従事者においては、医学的検査の必要性は高く

なり、医学的検査が省略可能と判断するには当該

被ばく線量の値に疑義が無く、かつ自他覚症状も

認められないことが必須条件になると考えられる。 

化学物質の管理については、「化学物質の自律

的な管理」を念頭に置いた新しい化学物質の管理
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体制をᑟ入することの必要性が示され、そのሗ࿌

に基づき新たなᨻ省令が令 4 年 2 月および 5 月

にබᕸされた。以後、ẁ㝵的にᨻ省令が施行され、

令 6 年度から法令による管理の内容がᖜにኚ

᭦される予定である。これにより、事業者が自律

的に化学物質を管理する事がồめられるようにな

る。要な項目としてձ化学物質の༴㝤性・有害

性に関する情ሗのఏ達強化、②事業者はձの情ሗ

に基づいてリスクࢭス࣓ントを行い、ばく露防

Ṇ対⟇を自ら㑅ᢥして実行する、③「化学物質管

理者」「保ㆤල╔用管理㈐௵者」の㑅௵義務化、մ

自律管理が適切に実施されていることを労等で

ࣔニࢱリンࢢするために、(Ᏻ)⾨⏕ጤဨでの調

査ᑂ㆟が必要となる、ことが示されており、後

は事業者が体的に化学物質のリスクをホ౯し、

適切に管理する体制づくりがຍ㏿するものと考え

られる。また、この「化学物質の自律的な管理」に

おいては、「ばく露の⛬度が低い場合における健康

診断の実施㢖度の⦆」について示されており、

この内容は令 5 年(2023 年)4 月 1 ᪥に施行され

た。これは、有ᶵ溶、特別管理物質等を除く特定

化学物質、㖄、ᅄࣝ࢟ࣝ㖄に関する特殊健診の

実施㢖度について、作業環境管理やばく露防Ṇ対

⟇等が適切に実施されている場合には、通常は㸴

か月以内ごとに１回となっている当該健診の実施

㢖度を１年以内ごとに１回に⦆できることとす

る、とされている。この実施㢖度の⦆ができる

要件は、ձ当該労働者が作業する༢作業場所に

おける┤㏆ 3 回の作業環境測定結果が第一管理区

分に区分されたこと、②┤㏆ 3 回の健診において、

当該労働者に新たな異常所ぢがないこと、③┤㏆

の健診実施᪥から、ばく露の⛬度にきな影響を

えるような作業内容のኚ᭦がないこと、であり、

ձ㹼③のてを‶たす場合に健診㢖度のኚ᭦が適

応される。なお、ᅄࣝ࢟ࣝ㖄については、作業環

境測定の実施が義務けられていないが、健診項

目として⏕物学的ࣔニࢱリンࢢが実施されている

こと等から、ձの要件を除き、②と③の要件を‶

たす場合に適応することとする、とされている。

この要件を一つでも‶たさない場合には健診の実

施㢖度は従᮶通り 6 か月に 1 回行うこととなって

おり、この要件を‶たすかどうかの判断は、事業

所༢ではなく、事業者が労働者ごとに行うこと

とし、この要否の判断は労働⾨⏕に係る▱㆑又は

経㦂のある医師等のᑓ㛛ᐙのຓゝを㋃まえて判断

することがᮃましいとされる。また、同一作業場

で作業内容が同じで、同⛬度のばく露があると考

えられる労働者が」数存在する場合は、その㞟ᅋ

ဨが前述のձ㹼③の要件を‶たしている場合に

は実施㢖度を 1 年に 1 回へぢ┤すことがᮃましい

ことが示されている。化学物質を取り扱う作業に

従事する労働者の健康管理においては、Ṉ度の「化

学物質の自律的な管理」に係る法改ṇにおいて、

作業環境管理やばく露防Ṇ対⟇等が適切かつ⥅⥆

的に実施されている、いわࡺる自律管理のࣞベࣝ

が高い事業者では健診の実施㢖度が⦆可能であ

ることが法令で明確に示された。 

一方、電離則では特殊健診について、「ձභ月以

内ごとに一回(年 2 回)健診を行うこと、②健康診

断᪥の属する年の前年 1 年間に受ける実ຠ線量が

5mSv を超えるおそれがない放射線業務従事者に

ついては、医学的検査はཎ則要であり、被ばく

歴の有無の調査の結果、医師が必要と認めたとき

に、その検査を実施すれば㊊りるものであること、

③上記②以外の者については、医学的検査はཎ則

実施する必要があり、被ばく歴の有無の調査の結

果、医師が必要でないと認めたとき、その検査を

省略できること。」と規定している。たࡔし、本◊

✲の調査の結果からは、5 mSv を基準として医学

的検査が省略可能であることについてྛ施タにお

いて認㆑が᭕であること、電離放射線健診の医

学的検査の省略を行わない施タでは、その理⏤を

「省略規定を認▱していない」「ඖㄳから要ㄳがあ

る場合、Ᏻ⾨則第 55 条健診では省略できず同時に

そのまま行う」と説明している例もが明らかとな

った。このように、電離放射線健診の検査・健診の

省略規定は⌧状では有ຠにᶵ能していない可能性

が考えられるが、これは RI 法、Ᏻ⾨則、電離則と

数多くの法律による健診が同時に存在し、それぞ

れのᩥゝが⤫一されていないために健診を行う事

業者でΰをきたしていることが一ᅉになってい

ると考えられる。後、電離放射線を取り扱う作

業に従事する労働者の健康管理については、これ

らの法令のᩚ理を行う必要があると考えられた。

法令のᩚ理が行われれば、電離放射線の特殊健診

についても、化学物質同様、作業環境管理やばく

露防Ṇ対⟇等が適切かつ⥅⥆的に実施されている

事業者で、電離放射線によるばく露が低リスクの

状ែを⥔持できている場合に特殊健診の実施㢖度

を⦆でき、省略規定に基づいて電離放射線の医

学的検査の省略を確実に行うこともできると考え

られた。 
回、「化学物質の自律的な管理」に係る法改ṇ

においてὀ目すべき点として、健診の実施㢖度を

⦆する際に、作業環境管理(管理区分 1 が⥔持で

きていること)、健康管理(異常所ぢがないこと)、
作業管理(作業内容のኚ᭦がないこと)という三管

理の観点に基づいた明確な要件が示されたことが

挙げられる。化学物質を取り扱う作業では、その

ばく露リスクのぢ✚もりを個人ばく露ࣔニࢱリン

で行っていないため、ばく露リスクが低いといࢢ

う判断要件が法令で明確に示されたと考えられる。
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一方、電離放射線を取り扱う作業に従事する労働

者については、個人線量ィにより被ばく線量測定

が可能であるため、様々な有害業務の中で᭱も確

実に個人ばく露リスクをぢ✚もることができると

考えられる。後、電離放射線を取り扱う作業に

従事する労働者の健康管理は、化学物質と同様に、

ばく露リスクのぢ✚もりに基づいた健診の実施㢖

度⦆や実施項目の省略などが実施できるように、

㆟ㄽが行われることが期ᚅされる。 
 

E. ⤖ㄽ 

電離放射線を取り扱う作業に従事する労働者

の健康管理については、後法令改ṇにྥけた㆟

ㄽを行う必要があると考えられた。 
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 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号） 

 

第四十四条 事業者は、常時使用する労働者（第四十五条第一項に規定する労働者を除く。）に対

し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 

一 既往歴及び業務歴の調査 

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 

四 胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査 

五 血圧の測定 

六 貧血検査 

七 肝機能検査 

八 血中脂質検査 

九 血糖検査 

十 尿検査 

十一 心電図検査 

２ 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労

働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 

３ 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた

者（前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。）については、当該健康診断の実施の日か

ら一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 

４ 第一項第三号に掲げる項目（聴力の検査に限る。）は、四十五歳未満の者（三十五歳及び四十

歳の者を除く。）については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力（千ヘルツ又は

四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもつて代えることができる。 

 

 

第四十五条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業

務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目につい

て医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、

一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。 

２ 前項の健康診断（定期のものに限る。）は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号

から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定に

かかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことがで

きる。 

３ 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合におい

て、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。 

４ 第一項の健康診断（定期のものに限る。）の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目

（聴力の検査に限る。）は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四

十五歳未満の者（三十五歳及び四十歳の者を除く。）については、第一項の規定にかかわらず、医

師が適当と認める聴力（千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもつて代える

ことができる。 
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 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号） 

 

第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければ

ならない。 

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 

二 次に掲げる者（イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。）

以外の者のうちから選任すること。 

イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者 

ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人 

ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者 

三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事

させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。 

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 

ホ 異常気圧下における業務 

ヘ さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 

ト 重量物の取扱い等重激な業務 

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 

リ 坑内における業務 

ヌ 深夜業を含む業務 

ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭

酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、

一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又

は粉じんを発散する場所における業務 

ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 

カ その他厚生労働大臣が定める業務 

四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、二人以上の産業医を選任すること。 

２ 第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法（昭和三十三年法

律第五十六号）第二十三条（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園

法」という。）第二十七条において準用する場合を含む。）の規定により任命し、又は委嘱された学

校医で、当該学校（同条において準用する場合にあっては、認定こども園法第二条第七項に規定す

る幼保連携型認定こども園）において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限り

でない。 

３ 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とある

のは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。 

４ 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理

由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。 
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 「労基則第18条、女子年少者労働基準規則第13条及び労働安全衛生規則第48条の衛生上有害な

業務の取扱い基準について（昭和 23年8月12日付け基発第 1178号） 

 

イ) 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務  

「高熱物体を取り扱う業務」とは、溶解又は灼熱せる鉱物、煮沸されている液体等摂氏 100度以上

のものを取り扱う業務という。 

「著しく暑熱な場所」とは、労働者の作業する場所が、乾球温度摂氏 40度、湿球温度摂氏 32.5度、

黒球寒暖計示摂氏温度 50度、又は感覚温度 32.5度以上の場合をいう。 

ロ) 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務  

「低温物体を取扱い業務」とは、液体空気、ドライアイスなどが皮膚にふれる又はふれる恐れのあ

る業務をいう。 

「著しく寒冷な場所」とは、乾球温度摂氏－10 度以下の場所をいう。空気が流動する作業場では、

気流１m/s当たり乾球温度摂氏－3度として計算する。 

冷蔵倉庫業、製氷業、冷凍食品製造業における冷蔵庫、貯氷庫、冷凍庫等の内部における業務が本

号にあたる。 

ハ) ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 

「その他の有害放射線」とは、紫外線、可視光線、赤外線等であり強烈なもの、及びラジウム以外

の放射線物質、例えば、ウラニウム、トリニウム等によりの放射戦という。従って本号にあたる業

務は、ラジウム放射線、エックス線、紫外線等を用いる医療、検査の業務、可視光線を用いる映写

室内の業務、金属土木溶解炉内の監視業務等である。 

ニ) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 

本号にあたる場所とは、植物性（線、糸、ぼろ、木炭等）、動物性（毛、骨粉等）、鉱物性（土石、

金属等）の粉じんを、作業する場所の空気中 1㎝ 3中に、粒子数 1000個以上又は 1m3中 15㎎以上含

む場所である。特に遊離硅石 50％以上含む粉じんについてはその作業する場所の空気 1㎝ 3中に、

粒子数700個以上又は1m3中10㎎以上含む場所をいう。 

ホ) 異常気圧下における業務  

「異常気圧下における業務」とは、高気圧下又は低気圧下における業務をいう。高気圧下における

業務とは、高圧室内の業務とか潜水服を着用してなす水中作業等をいい、海女の業務はこれにあた

らない。低気圧下における業務とは、海抜 3000m以上の高山等における業務等をいう。 

ヘ) さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 

衝程 70 ㎜以下及び重量 2 ㎏以下の鋲打機は本号にあたらない。それ以外のさく岩、鋲打機等を使

用する業務はすべて本号にあたる。 

ト) 重量物の取扱い等重激な業務  

30㎏以上の重量物を労働時間の 30%以上取扱う業務及び 20㎏以上の重量物を労働時間の 50%以上取

扱う業務、並びにこれに準ずる労働負荷が労働者にかかる業務が本号にあたる。 

チ) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務  

「強烈な騒音を発する場所」とは、作業場に 100dB以上の騒音がある場所をいう。 

リ) 坑内における業務  

ヌ) 深夜業を含む業務  

ル) 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸そ

の他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 

ヲ) 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸

化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに 準ずる有害物のガス、蒸気又は

粉じんを発散する場所における業務 

本号の場所とは、作業場の空気が列挙の物質のガス、蒸気又は粉じんを下記の限度以上含有する場
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所である。鉛0.5㎎/m3、水銀 0.1㎎/ m3、クローム0.5 ㎎/ m3、砒素1ppm、黄⇥2ppm、弗素 3ppm、

塩素１ppm、塩酸 10ppm、硝酸 40ppm、亜硫酸 10ppm、硫酸 5g/ m3、一酸化炭素 100ppm、二硫化炭素

20ppm、青酸20ppm、ベンゼン 100ppm、アニリン7ppm 

なお、本号のいう「その他これに準ずる有害物」とは、鉛の化合物、水銀の化合物（ᮒのような↓

害なものを㝖く）、⇥ⅆ水素、砒素化合物、ࢩアン化合物、クローム化合物、⮯素、弗化水素、硫

化水素、硝気（酸化❅素㢮）、アンࣔニア、ホルムアルࣄࢹド、エーࢸル、塩酸ア࣑ル、ᅄ塩化エ

ンἜ、ⰾ㤶᪘及びそのㄏᑟ体、高⃰度の炭酸ガスをいう。ణしศ量㍍少で衛生上有害ࣅࣞࢸ、ンࢱ

でない場合はこれを含ࡲない。 

)࣡ ཎ体によってởᰁのおそれが著しい業務 

カ) その他ཌ生労働⮧がᐃࡵる業務 
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 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号) 

 

第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。 

一 放射線業務従事者（一時的に管理区域に立ち入る者を除く。）に対し、初めて管理区域に立ち

入る前に行うこと。 

二 前号の放射線業務従事者については、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに行

うこと。 

三 前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者に

つき健康診断を行うこと。 

イ 放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき。 

ロ 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去するこ

とができないとき。 

ハ 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。 

ニ 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあると

き。 

四 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。 

五 問診は、次の事項について行うこと。 

イ 放射線（一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次のロ

及び第二十三条第一号において同じ。）の被ばく歴の有無 

ロ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他

放射線による被ばくの状況 

六 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、イからハまでの部位又は項目

（第一号に係る健康診断にあつては、イ及びロの部位又は項目を除く。）については、医師が必要

と認める場合に限る。 

イ 末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率 

ロ 皮膚 

ハ 眼 

ニ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目 

 

２ 法第二十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 健康診断の結果については、健康診断の都度次の事項について記録すること。 

イ 実施年月日 

ロ 対象者の氏名 

ハ 健康診断を行つた医師名 

ニ 健康診断の結果 

ホ 健康診断の結果に基づいて講じた措置 

二 健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前号の記録の写しを交付すること。 

三 第一号の記録（第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。）を保

存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなく

なつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機

関に引き渡すときは、この限りでない。 

四 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会

規則で定める。 
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労災疾病臨床研究事業費補助金  

分担研究報告書 

 

国際的な放射線作業従事者の健康診断について 

 

研究分担者 渡部 浩司 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 教授 

研究代表者 岡﨑 龍史 産業医科大学産業生態科学研究所放射線衛生管理学研究室 教授 

  
 

研究要旨 
国際的な放射線作業従事者の健康診断についての考え方は国際労働機関

(ILO)や国際原子力機関(IAEA)が基準や考え方をまとめており、これに従って各
国が健康診断の方法を定めている。ヨーロッパでは、COUNCIL DIRECTIVE 
2013/59/EURATOM に基づく放射線防護規定を重視し、年間 6 mSv 以上で健康診
断を行うとしている。本報告では、ILOの考え方をまとめ、諸外国の状況を報告
し、日本との違いについて議論を行った。 

 
 

Ａ．研究目的 

放射線被ばくは生体への影響を与えることは

確かであり、放射線作業従事者に対して健康診断

を実施することは、雇用者に課せられた義務と考

えられる。国際労働機関(International Labour 

Organiztion; ILO)は放射線作業従事者に対する

健康診断に関して考え方をまとめている。本研究

の目的は、ILO の考え方を調査し、それに対する

日本を含めて諸外国の状況を比較することであ

る。 
 

Ｂ．研究方法 

1.  ILO による健康診断の提案 

本節では、ILO が放射線作業従事者に対して推

奨する健康診断について述べる。な お、本説明は 

2022 年 9 月に 国際原子力機関（International 

Atomic Energy Agency; IAEA）が主催で行われ

た”The third international conference on 

Occupational Radiation Protection”1) におい

て発表した ILOの職員である Dr. Shengli Niuの

資料を参考にした。 

 

2. ヨーロッパ諸国における放射線管理 

ヨーロッパで採用された COUNCIL DIRECTIVE 

2013/59/EURATOM 2) 、並びにイギリスにおいては、

The Ionising Radiations Regulations 2017 3) に

ついて調査した。 

 

3. 海外調査まとめ 

平成 29年度～令和 3年度に原子力規制委員会・ 

放射線安全規制研究戦略的推進事業により実施さ

れた「健全な放射線防護実現のためのアイソトー

プ総合センターをベースとした放射線教育と安全

管理ネットワーク」事業 4) において海外の従事

者管理に関するアンケートを行った。本報告では

改めてこの報告をまとめる。 

 

Ｃ．研究結果 

1. ILOによる健康診断の提案 

ILO および関連機関では、放射線作業従事者の

健康診断に関連して、(1)ILO 条約第 115号「労働

者の放射線防護」および第 161号「労働安全衛生」、

(2)労働者の放射線防護に関する実践規範、

(3)IAEA(国際原子力機関)基本安全基準（BSS）、(4)

労働者の健康調査に関する技術・倫理指針および

報告書、産業医のためのガイダンスなどさまざま

文書を公開している。 

ILO が定める労働者の放射線防護条約（第 115

号）および勧告（第 114号）の第 12条は以下であ

る。 

「放射線業務に直接従事するすべての労働者は、

当該業務に従事する前または直後に適切な健康診

断を受け、その後、適切な間隔で健康診断を受け

なければならない。」 

また、第 161 号条約「労働安全衛生」と第 171

号条約「指導原則」にて以下が記載されている。 

 

■健康診断の実施時期 

1. 本人や他人の健康を危険にさらす可能性のあ

る特定の業務の就業前 
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2. 健康被ᐖの可能性が定される業務に就労期

間୰、定期的な間隔 

3. 健康上の理⏤による㛗期Ḟの後 

4. ᑗ᮶の健康㞀ᐖをᘬࡁ㉳こす可能性のある業

務のሙ合、業務⤊後 

 

■健康診断を実施するሙ合の␃ព事㡯 

1. 労働者のಶ人報はಖ護されなければならな

い。また、健康診断⤖ᯝの適切な用を防Ṇ

しなければならない。 

2. 健康診断の記㘓は、国の規則に従ってಖ管し、

医学ࢹータは、医⒪関ಀ者のࡳがアクセスでࡁ

るようにする。 

3. 雇用者に㏻㐩される労働者の健康診断の⤖ᯝ

に医学的な性㉁をᣢつ報を含ࢇではならな

い。 

4. 特定の業務に就いている労働者が医学的に⚗

ᚷであることがุ明したሙ合、代᭰の業務また

はูのゎỴ⟇をぢつけなければならない。 

5. 受診する労働者には、業務にకう健康被ᐖ、受

診した健康診断の⤖ᯝ、健康状態のホ౯につい

て༑分な報を提౪するᚲ要がある。 

6. 労働者は、業務に関連した健康に関する助ゝを

ಶูに受けるᶒを᭷する。 

IAEA 国際基本安全基準（BSS）における関連文書 

BSS において健康診断とは、労働者が㉱௵時お

よび⥅⥆的に業務が適していることを確ㄆする

ための医学的᳨査をゝう。 

• 雇用者、放射線事業所は、放射線被᭚をする、

あるいはその可能性のあるάືに従事するすべて

の従事者に実施する健康診断は、労働衛生の୍⯡

原則に基づくࡶのであり、かつ、その業務に対す

る労働者のึ期適性および⥅⥆的な適性をホ౯す

るようタィされていなければならない。 

• 1 人以上の従事者が、雇用者が管理していない

線※から放射線を受ける可能性のある業務に従事

するሙ合、その線※に㈐௵をᣢつ事業所は、規制

当ᒁが定める規則に準ᣐするためにᚲ要な従事者

の健康診断に関するᡭ⥆ࡁを雇用者と༠議して行

わなければならない。 

 

■᳨査ෆᐜ 

・ 放射線ばく㟢、㦁㡢、⢊ሻ、学≀㉁、作業に

関連するホ౯など、業務上の危険性にᛂࡌた健

康診断 

・ 放射線被᭚が放射線業務従事者の適性に大ࡁ

な影響を与えることはまれである。 

・ 作業従事者に対して、防護᭹の╔用・用、㆙

報の⪺ྲྀࡁり、機ჾの用能力に関する状況を

ホ౯する。 

・ 㠀ᐦᑒ線※を用する作業のሙ合、‵⑈、Ⓞ

などの⓶疾ᝈなどをホ౯する。 

・ 放射線業務に対するᚰ理的適性をホ౯する。 

・ Ỉᬗ体に関する║科的ホ౯を実施する。 

 

労働者の健康診断ガイࢻライン 

ILO がฟ∧している”Technical and ethical 

guidelines for workers’ health surveillance”

からᢤ⢋する。 

労働者の健康診断とは、労働者の健康状態をホ౯

し、␗ᖖを発ぢするためのᡭ㡰や調査の総⛠であ

る。そのෆᐜは、健康診断、生≀学的ࣔࢽタリン

放射線᳨査、ၥ診⚊、᳨査記㘓の確ㄆなどが、ࢢ

含まれるが、これらに㝈定されるࡶのではない。

そして、健康診断の⤖ᯝは、ಶ人の健康、職ሙに

おける㞟ᅋの健康、およびばく㟢された労働者の

健康をಖ護し、ಁ進するために用されるべࡁで

あり、適切な用は㑊けなければならない。健

康診断ࢹータは機ᐦ性が㧗く、適切またはṇ

確な᳨査⤖ᯝの報の 㞟は、ಶࠎの労働者（お

よびそのᐙ᪘）にとって῝้かつ㛗期的な影響を

たらす可能性がある。また、健康上の所ぢに基ࡶ

づくᕪูを職ሙにᣢࡕ㎸ࡴ可能性ࡶある。 

 

■୍⯡原則とその目的  

1995 年の第 12 ᅇ ILO/WHO 合ྠ労働衛生委員会

で健康診断の目的が定義された。健康診断は、職

業上および業務上の疾病やയᐖを୍ḟண防するこ

とを目的とする。そして、健康診断のෆᐜは、労

働者の職業上のリスクにᛂࡌたࡶのでなければな

らない。健康診断の⤖ᯝにより、ಶ人の行ືをಁ

すととࡶに、職ሙにᏑᅾする職業上の危険の┘視

を行う。 

 

■健康診断の⤖ᯝホ౯ 

健康診断の⤖ᯝホ౯として、管理方法のホ౯と、

その⤖ᯝとして、安全なᡭ法のᙉをᅗる。そし

て、健康上の␗ᖖを᳨▱し、労働者の健康状態が

さらにᝏすることを防Ṇする。また、特定の業

務に対する適性をホ౯する。 

 

■健康診断の␃ពⅬ  

以下を␃ពして健康診断を実施しなければなら

ない。 

・ 健康診断はࣝーࢳンワークとして実施される

のではなく、職業上のリスクに対して適切でࡶ

あること 

・ 法的目的➼のために、労働者が従事⤊後ࡶ健
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康診断を実施することがある。 

・ 健康診断のᙺは労働者の健康のಖ護とಁ進、

および労働ᡭ当、健康ಖ険⤥や、♫会ಖ㞀の

ためである。 

・ 健康診断の⤖ᯝはಶ人の疾病ண防にうࡶの

ではなく、労働条௳を改ၿや事の適ᛂ度を᳨

ウするために用される。 

・ 㑇ఏ子᳨査はಶ人のᶒをᐖするࡶのであ

り、科学的な理⏤けはない。 

・ 医⒪ࢹータへのアクセスは、医⒪関ಀ者に㝈定

するᚲ要があり、また、労働者は、⮬分⮬㌟の

ಶ人的な医⒪ࢹータにアクセスするᶒがあ

る。 

・ ⤯対的な「就職適᱁者」というのはᏑᅾせࡎ、 

適性は特定の事または事の✀㢮のほⅬか

ら定義する。 

・ 労働者に職業病が発ぢされ、業務⥅⥆により健

康をᐖするᜍれがあるሙ合、労働者の┈のた

めに以下にᣲࡆる改ၿᥐ⨨をㅮࡌるᚲ要があ

る。 

– 危険ᅉ子をྲྀり㝖く 

– 労働⎔ቃと労働条௳の改ၿ 

– ୍時的またはỌஂ的に、特定の作業⎔ቃから

の㝖 

– 労働者の健康状態にぢ合った、ᅇをጉࡆた

り㐜らせたりする可能性のない、代᭰の事

に就労 

 

■規制当ᒁの㈐௵、ᶒ、義務   

規制当ᒁの㈐௵、ᶒ、義務には以下がある。 

・ 健康診断の対㇟となる職業疾病のリストを作

成し、定期的にぢ直す。 

・ 労働者のプライࢩࣂーをಖ護する目的で規定

をタける。 

・ 健康診断がᕪู的な目的のため、ᙼらの┈

にするその他の方法で用されないように

すること。 

・ 上ッのᡭ⥆ࡁを確❧する 

 

■雇用主の㈐௵、ᶒ、義務    

雇用主の㈐௵、ᶒ、義務は以下である。 

・ 労働者が健康診断を受けられるよう、可能で

あれば、務時間୰に、労働者の費用㈇担な

しで 提౪すること。 

・ 労働者が職ሙで被る安全衛生上のリスクに

ぢ合った健康診断を受けられるようにする

こと。 

・ 労働者に᳨診を要ồすることがでࡁるがそ

れにはṇ当な理⏤がᚲ要である。 

・ 雇用されている労働者に健康診断と健康ቑ

進プロࢢラ࣒を提౪する。 

・ ண防のために、産業医から༏ྡの㞟ᅋ健康関

連報を要ồでࡁる。 

・ 特定の事が医学的に労働者にとって⚗ᚷ

であることがุ明したሙ合、代᭰の事また

はูの適切なゎỴ⟇をぢつけるためにあら

 。るດ力をすることࡺ

■労働者の㈐௵、ᶒ、義務    

労働者の㈐௵、ᶒ、義務は以下である。 

・労働者は、本ガイࢻラインに準ᣐして実施さ

れる健康診断に参ຍ・༠力をしなければなら

ない。 

・健康診断を受ける労働者は、その目的、㞟

された報の用㏵などを事前に▱らされな

ければならない。 

・労働者は、健康診断の⤖ᯝやそれࡒれの健康

状態についてಶูに▱らされるべࡁである。 

・健康診断や健康ホ౯の前には、イン࢛ࣇー࣒

ンセントがᚲ要であり、また、国の法ࢥ・ࢻ

ᚊや規則で定められていない健康診断を行

うሙ合には、௵ពであるべࡁである。 

 

2. EU（ࢻイࣇ、ࢶランスなど） 

2013年 12月に採ᢥされた、COUNCIL DIRECTIVE 

2013/59/EURATOM 2) によって㟁㞳放射線からの防

護における᭱᪂の基準が規定されている。 

・ 18ṓᮍ‶の放射線業務への就労制㝈（実⩦は㝖

く） 

・ 実ຠ線㔞㝈度は 20 mSv/年 

・ ➼౯線㔞㝈度は║のỈᬗ体は 20 mSv/年、ᅄ⫥

や⓶は 500 mSv/年と規定されている。 

EU 法において放射線業務従事者はつのࢦࢸ࢝

リー（Aと B）に分㢮される。 

 リーA㸸ࢦࢸ࢝

・ 年間 6 mSv を㉸える実ຠ線㔞 

・ または║のỈᬗ体で年間 15 mSv を㉸える➼౯

線㔞 

・ または⓶とᅄ⫥で年間 150 mSvを㉸える実ຠ

線㔞を受ける可能性がある被ばく労働者 

  :リーBࢦࢸ࢝

リーAࢦࢸ࢝ ・ の労働者に分㢮されない放射線を

ᾎびた労働者（比較的ᑡ㔞の放射線をᾎびた労

働者） 

リーAは「（線㔞を）体⣔的に┘視されるࢦࢸ࢝

ことがಖドされる」とされる୍方、ࢦࢸ࢝リーBは

リーBࢦࢸ࢝ に分㢮されることをド明されること

のࡳがಖドされている。 

線㔞記㘓は 75ṓに㐩するか、㏥職後 30年⤒つ
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までのಖ管義務が規定されている。医学的┘視に

ついてはࢦࢸ࢝リーA に分㢮される労働者のࡳに

規定されている。「産業ಖ健サーࣅスによって行わ

れる」との記載があるので、ఱらかの定期的な᳨

査は行っているようࡔが、ヲしい᳨査㡯目などは

規定されていない。 

就労の可ྰの࢙ࢳックについてࢦࢸ࢝ࡶリーA

の労働者についてのࡳ記載されており、比較的㍍

度な線㔞の被ばくについては健康診断➼の義務は

ない可能性が㧗い。 

 

3. イギリスにおける放射線管理 

イギリスの放射線管理の規定は、 The 

Ionising Radiations Regulations 2017 3) によ

り管理されている。 

 

実ຠ線㔞㸸年間 6 mSv 以上 

➼౯線㔞㸸║のỈᬗ体 年間 15 mSv以上 

⓶やᅄ⫥ 年間 150 mSv以上 

 

上記の分㢮は exposed workers の基準であり、

雇用主はこの従業者に対しては、 medical 

surveillanceを実行しなければならないと規定し

ている。また㐣度に被ばくしたሙ合ࡶ exposed 

workers と分㢮され、medical surveillanceを行

う。 

また、医学的┘視のෆᐜとして、「ᑡなくとࡶ年

୍ᅇの定期的な健康診断」が規定されており、ま

た雇用主は健康記㘓を補しなければならないと

規定している。たࡔ、その健康記㘓のෆᐜがල体

的には規定されておらࡎ、᳨査ෆᐜは医ᖌによる

㔞が大ࡁいࡶのと考えた。 

放射線そのࡶのによる健康被ᐖよりࡶ、放射線

防護の上で㉳ࡁる健康被ᐖに対して重Ⅼが⨨かれ

ている。 

特に全⾑⌫᳨査は「ᚲ要ない」と明記されてい

る。250 mSv を㉺えて被ばくした際には全⾑⌫᳨

査を行う。ᰁⰍ体␗ᖖ線㔞 定は、実施前に、医

⒪アࣂࢻイࢨーの┦ㄯがᚲ要。1 Svを㉸えた被ば

くがண されているሙ合は、ὀព῝く⤒㐣ほᐹを

行う。 

 

4. 海外の健康診断調査 

平成 29 年度～令和 3 年度に原子力規制委員

会・放射線安全規制研究戦略的推進事業によ

り実施された「健全な放射線防護実現のためのア

イソトープ総合センターをベースとした放射線

教育と安全管理ネットワーク」事業 4) において海

外の従事者管理に関するアンケートを実施した。

このアンケートෆの健康診断の⤖ᯝをᢳฟして

ここに記載する。South Korea、 Philippines、 

Australia、 Bangladesh、 Indonesia、 Malaysia、 

Thailand(2)、 Sri Lanka、 Egypt、 Israel、  

Iran、 Tanzania(2)、 Finland、 United States、 

Canada(2)のィ 15国から、18の施タからᅇ⟅をᚓ

た。 

67%の施タで放射線ྲྀᢅ前の健康診断の義

務があった。健康診断の㡯目としては、⾑ᾮ᳨

査を課している国が 78%、║の᳨査を課している

国が 33%、⓶の᳨査を課している国が 39%であっ

た。 

ከくの国で健康診断が放射線作業従事者に課

されていることがわかったが、日本のように「୍

⯡健康診断」と「特Ṧ健康診断」をูࠎに実施す

るのではなく、「健康診断」に放射線作業従事者

に対する㏣ຍ᳨査㡯目があることにὀពがᚲ要

である。 

参考文⊩ 

1) https://www.iaea.org/events/ 
occupational-radiation-protection-2022 

2) https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur

i=OJ:L:2014:013:0001:0073:EN:PDF 

3) https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/
1075/contents/made 

4) https://www.nra.go.jp/activity/ 
houshasenbougo/kenseika_houkokusyo.html 

 

㹂．⪃ᐹ 

本研究により、基本的には ILOの提ゝにἢって

本㑥でࡶ健康診断が実施されていることがわかっ

た。しかしながら、いくつか␃ពするⅬがあった。

ILO の提ゝでは、健康被ᐖをࡶたらす原ᅉは」ᩘ

あり、放射線はその୍つの㡯目という考え方があ

る。୍方、日本では、放射線㞀ᐖと他の労災とは

法ᚊ上のྲྀりᢅいが␗なり、⊂❧した事㇟として

ᢅわれている。放射線作業においてᚰ理的なスト

ࣞスがຍされるሙ合ࡶあるため、健康診断はᚰ

理的なഃ㠃を含めて、総合的にุ断すべࡁであり、

日本にྲྀࡶりධれるべࡁ考え方であࢁう。健康診

断の⤖ᯝのྲྀりᢅいに関しては、日本でࡶཌ労┬

の指針 5) ➼で定められてはいるが、放射線施タෆ

の報管理に関して定められた方法がなく、ILOの

提ゝにあるように、どこにどこまでの報を開♧

するかはᩚ理するᚲ要がある。そして、健康診断

を↓条௳に実施するᚲ要性はஈしい。その目的を

定期的に確ㄆし、実施ෆᐜなどを改ၿしていく

 。作りが、国や雇用主にồめられるࡳ⤌
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ヨーロッパにおいては、放射線管理は放射線防

護のほⅬから、被ばく㔞をࡶとに行っている。日

本においてࡶ、被ばく管理に基づく健診のᅾり方

を᳨ウするᚲ要があると考えられる。┬略㡯目に

関して、医ᖌが全てをุ定せࡎ、被ばく線㔞によ

って分㢮することにより、┬略が進ࡴ可能性があ

る。 

諸外国のアンケートの⤖ᯝ、ከくの国で健康診

断が放射線作業従事者に課されていることがわか

ったが、日本のように「୍⯡健康診断」と「特Ṧ健

康診断」をูࠎに実施するのではなく、「健康診断」

に放射線作業従事者に対する㏣ຍ᳨査㡯目がある

ことにὀពがᚲ要である。 

 

参考文⊩ 

5）健康診断⤖ᯝに基づࡁ事業者がㅮࡎべࡁᥐ⨨

に関する指針(健康診断⤖ᯝᥐ⨨指針公♧第 9号) 
 

㹃㸬⤖論 

本研究では、ILOの考え方やヨーロッパの現状を

ᩚ理し、諸外国の健康診断実施の状況を合わせて、

国際的な健康診断のあり方を考ᐹした。後、日本

の健康診断の⤌ࡳが改ၿされることを期ᚅする。 

 

㹅．研究Ⓨ⾲ 

1.  論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

㹆．▱的㈈⏘ᶒࡢฟ㢪࣭ Ⓩ㘓≧ἣ㸸(ணᐃࠋࡴྵࢆ㸧 

 1. 特チྲྀᚓ 

 なし 

2. 実用᪂案Ⓩ㘓 

 なし 

3.その他 

なし 
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